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は
じ
め
に

　

浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
は
こ
れ
ま
で
、「
妻
帯
し
た（

1
）」

と
さ
れ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
現
在
確
認
で
き
る
親
鸞
の
言
葉
の
う
ち
で
、
親
鸞
自
身
が
「
妻

帯
」
を
宣
言
し
た
も
の
や
、「
妻
」
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、

親
鸞
の
生
涯
を
記
し
た
重
要
な
伝
記
で
あ
る
「
親
鸞
聖
人
伝
絵
」（
以
下
「
親

鸞
伝
絵
」）
や
、
そ
の
詞
書
の
『
御
伝
鈔（

2
）』

に
お
い
て
も
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」

ま
た
は
「
妻
」
の
描
写
、
あ
る
い
は
親
鸞
が
「
妻
帯
し
た
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、

特
に
江
戸
期
に
刊
行
ま
た
は
作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

親
鸞
伝
を
詳
細
に
研
究
し
た
塩
谷
菊
美（

3
）

の
よ
う
に
、「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御

伝
鈔
』
は
親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
暗
示
し
て
お
り
、
露
骨
な
表
現
が
な
く
と
も
親

鸞
の
「
妻
帯
」
は
想
定
で
き
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
で
は
暗
示
程
度
で
あ
っ
た
親
鸞
の
「
妻
帯
」

が
、
な
ぜ
江
戸
期
の
親
鸞
伝
で
は
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
、
そ
れ
を
江
戸
幕
府
に
よ
る
寺
院
統
制
を
背
景
と
し

て
読
み
解
く
。

　

日
本
に
お
い
て
僧
侶
の
妻
帯
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
い
わ
ゆ
る

「
肉
食
妻
帯
勝
手
令（

4
）」

が
太
政
官
よ
り
発
布
さ
れ
た
こ
と
で
政
府
に
公
認
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
が
、
江
戸
幕
府
の
統
制
下
に
お
い
て
は
、
僧
侶
の
女
犯
な
ら
び

に
妻
帯
は
禁
じ
ら
れ
、
違
反
し
た
僧
侶
は
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

そ
の
一
方
で
江
戸
幕
府
は
、
妻
帯
を
「
宗
風
」
と
す
る
浄
土
真
宗（

5
）に

対
し
て
は

妻
帯
を
許
可
し
、
罰
則
の
規
制
対
象
外
と
し
て
い
た
。
江
戸
期
に
お
い
て
浄
土

真
宗
は
、
政
府
に
よ
っ
て
妻
帯
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
た
、
稀
な
仏
教
宗
派

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
は
い
か
に
確
立
し
た
か

―
―
江
戸
期
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
に
対
す
る
厳
罰
化
と
親
鸞
伝
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
―
―

大
澤
絢
子



鸞
「
妻
帯
」
の
記
述
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
江
戸
期
の
僧
侶
た
ち
が
展
開
し
た

肉
食
や
妻
帯
論
の
分
析
と
同
様
に
意
義
が
あ
る
。
特
に
伝
記
の
親
鸞
伝
は
、
い

か
に
論
理
的
に
浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
を
弁
明
す
る
か
と
い
う
真
宗
教

学
者
た
ち
に
よ
る
妻
帯
論
と
は
異
な
り
、
い
か
に
、
ま
た
は
何
を
宗
祖
親
鸞
の

生
涯
と
し
て
記
述
す
る
か
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ
る
。「
宗
風
」
の
起
源

と
し
て
は
宗
祖
の
言
行
が
ま
ず
重
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
浄
土
真
宗
に
お
け

る
「
妻
帯
の
宗
風
」
は
、
教
学
と
し
て
の
妻
帯
論
の
み
な
ら
ず
、
伝
記
形
式
で

表
現
さ
れ
た
宗
祖
の
生
涯
も
踏
ま
え
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
が
本
稿

の
立
場
で
あ
る
。

　

な
お
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
や
「
妻
」、
あ
る
い
は
「
結
婚
」
と
い
う
場
合
に

注
意
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
近
代
的
な
意
味
と
は
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

平
雅
行（

9
）も

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
で
は
戸
籍
制
度
が
な
い
た
め
結
婚
し

た
か
ら
と
い
っ
て
ど
こ
か
に
届
け
る
わ
け
で
も
な
く
、
妻
と
い
う
も
の
が
特
定

の
一
人
の
女
性
で
な
い
可
能
も
あ
り
、
妻
帯
や
結
婚
の
定
義
は
曖
昧
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に
関
す
る
研
究
で
は
、
そ
の
点
へ
注

意
を
払
わ
な
い
も
の
も
多
く
あ
り（

10
）、

妻
帯
や
妻
が
近
代
的
な
結
婚
、
ま
た
は
あ

る
特
定
の
一
人
の
女
性
を
指
す
と
い
う
前
提
で
親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
考
え
る
傾

向
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
、
親
鸞
の
生
涯
に
お
け
る
出
来
事
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
や
「
妻
」「
結
婚
」
を
「　

」
付
き

の
「
妻
帯
」「
妻
」
あ
る
い
は
「
結
婚
」
で
表
記
し
、
幕
府
に
よ
る
僧
侶
の
妻

帯
禁
止
や
浄
土
真
宗
僧
侶
の
妻
帯
な
ど
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に
限
定
さ
れ
な
い

　

そ
の
よ
う
な
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
第
一
に
自
分
た
ち
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
の

重
要
な
根
拠
と
な
る
の
は
、
宗
祖
親
鸞
の
「
妻
帯
」
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は

親
鸞
自
身
の
言
葉
や
「
親
鸞
伝
絵
」
で
は
な
く
、
特
に
江
戸
期
に
刊
行
ま
た
は

作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
に
お
い
て
見
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、

江
戸
期
に
刊
行
・
作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
を
対
象
に
、
親
鸞
「
妻
帯
」
に
関
す
る

記
述
と
「
妻
帯
」
の
理
由
、「
妻
帯
」
に
対
す
る
親
鸞
の
反
応
、
そ
し
て
「
妻

帯
の
宗
風
」
に
関
す
る
記
述
を
対
象
に
、
江
戸
期
の
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
妻

帯
の
宗
風
」
が
い
か
に
確
立
し
た
の
か
を
論
点
と
し
て
考
察
す
る
。

　

現
在
、
江
戸
期
の
親
鸞
伝
の
研
究
で
は
塩
谷
の
よ
う
に
、
江
戸
期
に
お
け
る

出
版
事
情
や
読
本
や
絵
解
な
ど
へ
形
態
が
変
化
す
る
こ
と
で
民
衆
を
教
化
し
た

点
や
社
会
へ
伝
播
し
て
い
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る（

6
）。

ま
た
江
戸
期
の

浄
土
真
宗
に
お
け
る
妻
帯
論
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ン
・
テ
ィ
・
ト
ゥ
・
ジ
ャ
ン（

7
）

の
よ
う
に
真
宗
教
学
者
た
ち
の
展
開
し
た
肉
食
妻
帯
論
の
分
析
を
行
う
研
究
が

あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
ジ
ャ
フ
ィ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド（

8
）の

研
究
は
、
江
戸
幕
府
に

よ
る
僧
侶
の
女
犯
お
よ
び
妻
帯
の
厳
罰
化
を
背
景
と
し
た
僧
侶
た
ち
に
よ
る
破

戒
の
実
態
に
も
注
目
し
、
江
戸
期
の
浄
土
真
宗
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
論
お
よ
び

論
争
を
、
当
時
の
社
会
状
況
に
よ
り
即
し
た
視
点
で
分
析
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
江
戸
期
の
僧
侶
た
ち
を
取
り
巻
く
そ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
つ

つ
、
親
鸞
伝
に
お
い
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
の
か
に
注
目

す
る
。
浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
は
た
い
へ
ん
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、

僧
侶
の
妻
帯
が
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
た
江
戸
期
の
親
鸞
伝
に
お
け
る
宗
祖
親



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

い
れ
ば
寺
院
の
共
同
責
任
と
す
る
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

江
戸
期
に
入
っ
て
も
、
幕
府
の
仏
教
統
制
下
で
僧
侶
の
破
戒
行
為
は
厳
し
く

処
罰
さ
れ
た
。
江
戸
幕
府
に
よ
る
寺
院
対
象
の
は
じ
め
て
の
法
度
は
一
六
〇
一

（
慶
長
六
）
年
の
真
言
宗
・
高
野
山
宛
て
の
も
の
で
、
そ
の
後
各
寺
・
宗
派
に

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
度
が
出
さ
れ
て
い
く
が
そ
の
間
、
日
蓮
宗
と
浄
土
真
宗
に

対
し
て
だ
け
は
法
度
が
出
さ
れ
て
い
な
い（

19
）。

各
寺
・
各
派
に
共
通
す
る
「
諸
宗

寺
院
法
度
」
が
発
布
さ
れ
る
の
は
、
一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
。

　
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
以
前
の
諸
宗
僧
侶
の
風
儀
に
関
連
す
る
江
戸
幕
府
に
よ

る
法
令
の
う
ち
、
僧
の
女
犯
あ
る
い
は
妻
帯
に
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
言
及

し
た
も
の
を
、
フ
ァ
ン
が
整
理
し
て
い
る（

20
）。

こ
の
成
果
を
参
考
に
し
つ
つ
、

「
諸
宗
寺
院
法
度
」
以
前
に
各
寺
を
対
象
に
出
さ
れ
た
禁
令
を
次
に
挙
げ
る
。

　
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
以
前
の
法
度
で
、
江
戸
幕
府
が
仏
教
寺
院
に
お
け
る

「
婦
女
」
の
問
題
に
は
じ
め
て
触
れ
た
の
は
、
一
六
三
四
（
寛
永
十
一
）
年
の

「
東
叡
山
末
門
掟
」
で
あ
る
。『
徳
川
禁
令
考（

21
）』

を
元
に
そ
の
条
文
を
見
て
い
く

と
、
こ
れ
に
は
「
雖
為
レ

客
来
一

、
婦
女
暮
六
ツ
時
以
後
迄
指
置
間
敷
候
、
但
、

荼
毘
之
節
来
候
分
ハ
各
別
事（

22
）」

と
あ
り
、
葬
儀
の
時
以
外
、
女
性
は
暮
れ
六
ツ

（
午
後
六
時
頃
）
以
降
の
参
詣
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

一
六
五
四
（
承
応
三
）
年
の
東
叡
山
に
対
す
る
法
度
で
も
、「
一　

坊
中
女
人

寄
留
堅
可
レ

為
二

停
止
一

、
但
、
参
詣
之
婦
女
者
可
レ

令
用
二

捨
一

事（
23
）」

と
あ
り
、
参

詣
な
ど
の
用
事
以
外
、
坊
中
へ
女
性
を
留
め
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い

も
の
は
そ
の
ま
ま
「　

」
な
し
で
表
記
す
る
。

　

ま
た
宗
風
に
関
し
て
も
、
親
鸞
自
身
の
言
葉
に
は
宗
風
を
建
立
す
る
と
い
う

趣
旨
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
浄
土
真
宗
の
「
風
儀
」
や
「
妻

帯
の
宗
風
」
に
つ
い
て
も
「　

」
付
き
で
表
記
す
る
。

一
　
江
戸
期
に
お
け
る
僧
侶
妻
帯
の
禁
止
と
真
宗
に
よ
る
妻
帯
論
の
展
開

一
―
一
　
江
戸
期
に
お
け
る
僧
侶
の
女
犯
・
妻
帯
の
禁
止

　

僧
侶
の
戒
律
に
は
不
婬
戒
が
あ
り
、
女
性
と
の
性
行
為
は
破
戒
行
為
と
し
て

禁
止
さ
れ
て
い
る（

11
）。

律
令
制
下
の
「
僧
尼
令（

12
）」

以
来
、
僧
侶
の
女
犯
は
国
家
に

よ
っ
て
も
禁
止
事
項
と
規
定
さ
れ
、
違
反
し
た
者
に
は
厳
し
い
処
罰
が
規
定
さ

れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
喜
田
貞
吉（

13
）や

平（
14
）の

研
究
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
世
か
ら
鎌
倉

期
に
な
る
と
、
出
家
し
た
法
皇
が
子
を
も
う
け
た
り
、
実
子
に
寺
を
相
続
さ
せ

た
り（

15
）、

僧
が
女
犯
す
る
ケ
ー
ス
が
珍
し
く
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（

16
）。

九
世
紀

末
ま
で
は
僧
侶
の
処
罰
の
事
例
が
確
認
で
き
る
が
そ
れ
以
降
、
十
六
世
紀
の
豊

臣
秀
吉
の
時
代
ま
で
、
顕
密
僧
の
妻
帯
は
野
放
し
で
あ
っ
た
と
平
が
指
摘（

17
）し

て

い
る
よ
う
に
、
僧
侶
の
妻
帯
が
再
び
厳
し
く
処
罰
さ
れ
始
め
る
の
は
、
豊
臣
政

権
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
処
罰
例
は
辻
善
之
助
の
研
究（

18
）に

お
い

て
も
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
一
五
九
四
（
文
禄
三
）
年
に
は
、
各
寺
に

対
し
て
女
犯
肉
食
を
禁
止
し
、
破
戒
僧
を
放
逐
さ
せ
る
と
と
も
に
濫
行
の
僧
が



　

一　

寺
持
之
僧　

遠
島

　
　
　

享
保
六
年
極
（
一
七
二
一
年
）

　

一　

所
化
僧
之
類　

晒
之
上
本
寺
触
頭

江

相
渡
寺
法
之
通
可
為
致

　
　
　

寛
保
二
年
極
（
一
七
四
二
年
）

　

一　

密
夫
之
僧　

寺
持
所
化
之
僧
無
差
別
獄
門（

27
）

　

こ
れ
ら
か
ら
は
、
女
犯
を
し
た
僧
が
実
際
に
獄
門
や
配
流
・
斬
首
・
死
罰
と

い
っ
た
厳
し
い
罰
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
先
に
挙
げ
た
フ
ァ
ン
の
研
究（

28
）で

は
史
料
を
元
に
江
戸
期
に
お
け
る
僧

侶
の
女
犯
や
妻
帯
の
実
例
と
、
そ
れ
に
対
す
る
処
罰
が
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
一
六
七
一
（
寛
文
十
一
）
年
に
浄
土
宗
僧
侶
の
密
通

が
発
覚
し
、
斬
罰
さ
れ
た
例（

29
）、

一
七
一
八
（
享
保
三
）
年
に
播
州
真
言
玉
積
坊

の
僧
が
女
犯
に
よ
っ
て
磔
と
な
っ
た
例（

30
）、

一
七
二
一
（
享
保
六
）
年
に
増
上
寺

の
僧
侶
が
吉
原
の
女
性
を
請
け
出
し
妻
に
し
た
罪
で
還
俗
と
な
っ
た
例（

31
）、

一
八
五
一
（
嘉
永
四
）
年
に
増
上
寺
の
僧
侶
が
女
犯
に
よ
っ
て
遠
流
さ
れ
た（

32
）

と

い
っ
た
多
数
の
事
例
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
記
録
か
ら
は
、
僧

侶
の
女
犯
や
密
通
の
み
な
ら
ず
、
妻
帯
も
実
際
に
厳
し
く
処
罰
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
な
お
日
蓮
宗
に
つ
い
て
は
、
一
六
〇
一
（
慶
長
六
）
年
か
ら

一
六
一
五
（
元
和
元
）
年
に
か
け
て
法
度
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
は

一
八
〇
三
（
享
和
三
）
年
に
日
蓮
宗
の
僧
が
女
性
を
妊
娠
さ
せ
て
堕
胎
薬
を
飲

ま
せ
て
死
罪
と
な
っ
た（

33
）

事
例
や
、
一
八
二
六
（
文
政
九
）
年
に
も
密
通
し
た
僧

る
。
こ
れ
ら
は
坊
中
へ
の
女
性
の
立
ち
入
り
を
制
限
す
る
法
度
で
は
あ
る
が
、

そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
女
犯
の
防
止
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
一
六
六
〇
（
万
治
三
）
年
に
発
布
さ
れ
た
榛
名
山
巌
殿
寺
の
法
度
で

は
「
一
山
中
居
住
之
者
、
可
レ

守
二

学
頭
別
当
之
下
知
一

之
事
、
附
、
二
王
門
之

内
、
不
レ

可
妻
帯
置
一

之
事（

24
）」

と
あ
り
、
妻
帯
し
て
い
る
者
を
寺
院
内
に
置
く
こ

と
を
明
確
に
禁
止
し
て
い
る
。
女
犯
と
妻
帯
と
の
区
別
は
曖
昧
で
は
あ
る
が
、

江
戸
幕
府
が
僧
侶
の
女
犯
と
同
時
に
妻
帯
も
禁
止
し
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。

　

真
言
宗
に
対
し
て
は
、
破
戒
に
関
す
る
法
度
が
一
六
一
五
（
元
和
元
）
年
に

出
さ
れ
、「
破
戒
無
慙
之
比
丘
可
レ

令
二

衣
抜
一

事（
25
）」

と
し
て
破
戒
僧
の
還
俗
を
規

定
し
て
お
り
、
一
方
で
浄
土
宗
増
上
寺
に
対
す
る
法
度
で
は
、「
不
律
僧
不
レ

可
レ

置
二

寺
中
一

、
若
於
レ

有
レ

之
者
、
剥
二

取
三
衣
一

、
関
東
中
可
レ

追
二

放
之
、
但

依
レ

事
而

可
レ

処
二

厳
科
一

事（
26
）」

と
あ
り
、
破
戒
し
た
僧
を
寺
に
は
置
か
ず
還
俗
さ

せ
、
さ
ら
に
は
関
東
か
ら
追
放
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
僧
侶
の
女
犯
や
妻
帯
は
、
こ
の
よ
う
に
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い

た
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
厳
し
く
処
罰
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
例
の
記
録
も

い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。

　

わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
西
暦
を
補
足
し
て
そ
の
一
部
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

女
犯
之
僧
御
仕
置
之
事

　
　
　

元
文
四
年
極
（
一
七
三
九
年
）



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

す
る
一
方
で
、
す
で
に
妻
帯
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

「
有
来
妻
帯
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
平
田
厚
志
が
「『
有
来
妻
帯
者
可
為
各
別
事
』
と
い
う
、
そ
れ
に
該

当
す
る
宗
旨
が
お
お
む
ね
真
宗
教
団
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
（
真
宗
僧
侶

以
外
で
は
、
山
伏
の
み
に
妻
帯
が
認
め
ら
れ
て
い
た
）、
真
宗
僧
侶
の
風
儀
と
し
て

の
妻
帯
を
幕
府
が
改
め
て
追
認
し
た
こ
と
を
意
味
す
る（

38
）」

と
結
論
づ
け
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
法
度
が
「
真
宗
に
つ
い
て
は
妻
帯
の
宗
風
を
但
し
書
に
お
い
て

認
め
て
い
る（

39
）」

と
現
在
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
証
拠
の
一
つ
と
な
る
の
が
、
こ
の
法
度
以
前
の
慶
安
年
中
（
一
六
四
八

年
〜
一
六
五
一
年
）
に
西
本
願
寺
の
良
如
宗
主
が
「
諸
国
坊
主
衆
中
・
同
門
徒

中
」
宛
に
出
し
た
消
息
で
あ
る
。
そ
の
第
五
条
に
お
い
て
良
如
は
、「
妻
子
ヲ

扶
持
シ
、
治
レ

身
、
後
世
ノ
道
ヲ
可
レ

知（
40
）」

と
定
め
て
い
る
。
こ
の
消
息
か
ら
は
、

幕
府
の
法
度
が
出
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
西
本
願
寺
が
門
下
に
対
し
て
妻
子
を
持

つ
こ
と
を
公
認
し
、
か
つ
妻
子
を
扶
養
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
フ
ァ
ン
も
、
こ
の
消
息
か
ら
「
諸
宗
寺
院
下
知
状
」
に
あ
る
「
有
来
妻

帯
」
は
真
宗
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り（

41
）、

そ
れ
に

該
当
す
る
宗
旨
が
浄
土
真
宗
で
あ
る
こ
と
は
、
現
段
階
で
は
お
お
む
ね
一
致
し

て
い
る
。

　

浄
土
真
宗
が
規
制
対
象
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
は
さ
ら
に
、

一
七
二
二
（
享
保
七
）
年
に
本
願
寺
に
対
し
て
出
さ
れ
た
幕
府
の
法
度
が
あ
る
。

　

こ
の
中
で
妻
帯
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
挙
げ
る
と
、

が
町
中
引
き
回
し
の
上
、
獄
門
に
処
さ
れ
た（

34
）と

い
う
記
録
が
あ
る
。

　

ジ
ャ
フ
ィ
ー（

35
）は

、
僧
侶
た
ち
は
こ
の
時
期
、
妻
帯
と
い
う
よ
り
も
女
犯
や
密

通
の
罪
に
よ
っ
て
逮
捕
・
処
罰
さ
れ
て
い
た
と
し
つ
つ
も
、
幕
府
に
と
っ
て
は
、

僧
侶
と
女
性
と
の
い
か
な
る
親
密
な
関
係
も
女
犯
の
一
つ
だ
っ
た
と
述
べ
、
女

犯
や
妻
帯
と
類
似
し
た
行
為
に
よ
る
僧
侶
の
処
罰
例
を
多
数
挙
げ
て
い
る
。
そ

の
指
摘
の
通
り
、
江
戸
幕
府
は
女
犯
と
妻
帯
と
を
厳
密
に
は
区
別
せ
ず
妻
帯
は

類
似
す
る
行
為
と
同
様
に
禁
止
さ
れ
、
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

一
―
二
　
江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
真
宗
と
「
妻
帯
の
宗
風
」

　

各
宗
派
に
お
い
て
、
僧
侶
た
ち
の
女
犯
や
妻
帯
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反

し
た
者
は
厳
し
く
処
罰
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
浄
土
真
宗
の
僧
侶
は
そ
の

規
制
対
象
外
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
示
す
法
度
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
の

「
諸
宗
寺
院
法
度
」
と
同
時
に
発
布
さ
れ
た
「
諸
宗
寺
院
下
知
状
」
で
、
こ
の

法
度
は
、「
個
別
的
統
制
か
ら
画
一
的
統
制
へ
移
行
し
た
も
の（

36
）」

と
さ
れ
る
。

豊
臣
政
権
時
代
を
含
む
そ
れ
ま
で
の
江
戸
幕
府
の
政
策
で
は
個
別
の
寺
院
や
宗

派
を
個
々
の
法
度
に
よ
っ
て
統
制
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
れ
は
各
宗
派
に
共

通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、「
他
人
者
勿
論
、
親
類
之
好
雖
レ

有
レ

之
、
寺
院
坊
舎
女
人
不
レ

可
レ

抱
二

置
之
一

、
但
、
有
来
妻
帯
者
可
レ

為
二

各
別
一

事（
37
）」

と
あ
り
、
妻
帯
を
禁
止



僧
侶
の
女
犯
や
妻
帯
に
関
す
る
処
罰
の
記
録
の
中
に
浄
土
真
宗
僧
侶
の
例
は
確

認
で
き
な
い
。

　

ジ
ャ
フ
ィ
ー
は
、
僧
侶
の
女
性
関
係
に
関
す
る
多
数
の
記
録
か
ら
、
幕
府
に

よ
る
女
犯
や
妻
帯
の
厳
罰
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
宗
以
外
の
多
く
の
僧
侶
が

そ
れ
ら
を
行
っ
て
い
た
の
が
実
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

45
）。

そ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
浄
土
真
宗
は
、
妻
帯
が
幕
府
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
稀
な
仏

教
教
団
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
宗
風
」
が
主
な
根
拠
で
あ
っ
た
。

一
―
三
　「
妻
帯
の
宗
風
」
の
根
拠

　

で
は
、「
宗
風
」
の
た
め
に
真
宗
が
妻
帯
を
禁
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

浄
土
真
宗
は
そ
の
「
宗
風
」
の
根
拠
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
か
。

　

幕
府
が
そ
の
根
拠
を
問
い
合
わ
せ
た
際
の
記
録
と
し
て
平
田
は
、
一
七
九
六

（
寛
政
八
）
年
に
、
京
都
所
司
代
宛
に
西
本
願
寺
が
回
答
し
た
「
浄
土
真
宗
開

闢
肉
食
妻
帯
之
儀
本
願
寺
勅
号
之
由
緒
」
と
題
す
る
史
料
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

一　

肉
食
妻
帯
之
儀

者

、
御
師
範
法
然
上
人
と
祖
師
聖
人
、
共

ニ

時
機
を
監

ミ
玉
ひ
、
示
教
之
上
、
祖
師
聖
人
肉
食
妻
帯
被
成
、
時
之
関
白
兼
実
公
之

息
女
と
被
致
配
偶
候
。
則
人
皇
八
十
三
代
土
御
門
帝
之
御
宇
、建
仁
三

亥

歳
、

勅
許
と
申
義
ハ
不
申
伝
候（

46
）

一
、
宗
門
は
子
孫
相
続
風
儀
故
、
其
寺
血
脈
の
も
の
は
、
不
学
不
才
と
い

へ
と
も
、
一
寺
之
住
職
と
し
て
、
数
多
之
檀
徒
を
領
す
、
然
に
身
之

程
を
知
ら
す
、
猥
に
高
ふ
り
て
、
礼
儀
に
違
ひ
、
上
を
犯
し
、
下
を

あ
な
と
る
働
を
な
す
へ
か
ら
す
。
若
不
如
法
の
族
於
レ

有
レ

之
は
、
住

職
か
な
ふ
へ
か
ら
さ
る
事

一
、
宗
門
之
僧
侶
は
、
在
家
に
ひ
と
し
き
風
儀
に
候
得
は
、
随
分
相
慎
、

放
逸
を
い
ま
し
め
、
沙
門
に
似
合
さ
る
業
一
切
い
た
す
へ
か
ら
す
、

た
と
い
俗
輩
誘
引
た
り
と
も
、
漁
猟
之
遊
ひ
に
交
る
へ
か
ら
さ
る
事（

42
）

と
あ
り
、
こ
の
中
で
は
「
宗
門
ハ
子
孫
相
続
風
儀
故
」
や
、「
宗
門
之
僧
侶
は
、

在
家
に
ひ
と
し
き
風
儀
に
候
」
と
い
っ
た
言
葉
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法

度
は
「
幕
府
の
趣
意
に
そ
っ
て
本
願
寺
で
立
案
し
て
提
出
し
た
も
の
を
、
幕
府

で
検
討
し
、
築
地
本
願
寺
を
通
じ
て
末
寺
に
伝
達
す
る
と
い
う
形
で
成
立
し
た

も
の（

43
）」

で
あ
る
。
幕
府
は
草
案
を
受
け
検
討
し
た
上
で
「
子
孫
相
続
風
儀
故
」

や
、「
在
家
に
ひ
と
し
き
風
儀
」
と
い
っ
た
言
葉
を
含
ん
だ
法
度
を
出
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
江
戸
幕
府
が
本
願
寺
に
対
し
て
、
妻
帯
と
そ
の
「
宗
風
」
を
公

認
し
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
法
度
は
本
願
寺
だ
け
で
は
な
く
専
修
寺
と
仏
光
寺
に
も
発

布
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
他
宗
派
を
誹
謗
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
や
、
華
美
な
法
衣
や
豪
勢
な
食
事
を
控
え
る
こ
と
、
遊
興
の
禁
止
と
い
っ

た
規
定（

44
）で

あ
っ
て
、
妻
帯
は
禁
止
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
江
戸
幕
府
に
よ
る



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

「
宗
風
」
の
根
拠
を
幕
府
が
浄
土
真
宗
へ
問
い
合
わ
せ
る
の
は
、
当
然
の
態
度

と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
こ
の
記
録
か
ら
は
、
な
ぜ
浄
土
真
宗
に
お
い
て
「
妻
帯
」
が
、「
宗

風
」
と
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
文
書
に
書
か
れ
て

い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
こ
と
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

あ
っ
て
、「
妻
帯
」
が
浄
土
真
宗
の
「
宗
風
」
と
な
っ
て
い
る
理
由
や
根
拠
で

は
な
い
。
確
か
に
、「
妻
帯
の
宗
風
」
の
理
由
と
し
て
、
宗
祖
親
鸞
の
「
妻
帯
」

は
重
要
な
根
拠
と
は
な
る
。
だ
が
た
と
え
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た

と
し
て
も
、
親
鸞
自
身
が
、「
妻
帯
」
を
「
宗
風
」
と
す
る
と
宣
言
す
る
か
、

も
し
く
は
「
妻
帯
」
を
浄
土
真
宗
の
「
宗
風
」
と
す
る
と
い
う
、
勅
許
の
よ
う

な
確
固
た
る
お
墨
付
き
が
な
い
か
ぎ
り
、
親
鸞
以
降
の
真
宗
僧
侶
が
妻
帯
す
る

理
由
に
は
な
ら
ず
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
真
宗
の
「
宗
風
」
の
起
源
と
は
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
現
在
確
認
で
き
る
親
鸞
の
言
葉
に
お
い
て
、
親
鸞
自
身
が
「
妻

帯
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
や
、「
宗
風
」
に
関
す
る
も
の
は
確
認
で
き
な

い
。
浄
土
真
宗
に
お
け
る
、「
宗
風
」
と
し
て
の
「
妻
帯
」
は
、
親
鸞
が
「
妻

帯
」
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
に
拠
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
浄
土
真
宗
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
「
妻
帯
の
宗

風
」
が
認
め
ら
れ
た
。
江
戸
幕
府
が
な
ぜ
浄
土
真
宗
に
対
し
て
「
妻
帯
の
宗

風
」
を
認
め
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
間
で
も
議
論
が
分
か

れ
て
い
る
が
、
妻
帯
を
認
め
る
と
い
う
幕
府
か
ら
の
お
墨
付
き
は
、
江
戸
期
の

肉
食
妻
帯
の
儀
は
、
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
が
と
も
に
時
機
を
鑑
み
て
、

教
え
を
示
し
た
上
で
祖
師
親
鸞
聖
人
が
肉
食
妻
帯
を
な
さ
り
、
時
の
関
白

兼
実
公
の
娘
と
配
偶
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
土
御
門
帝
の
御
時
で
、

建
仁
三
年
で
あ
っ
た
。勅
許
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
伝
わ
っ
て
い
な
い﹇
大

澤
訳
﹈。

　

こ
こ
で
は
、
一
二
〇
九
（
建
仁
三
）
年
に
親
鸞
が
、
法
然
と
「
共

二

時
機
を

監
ミ
玉
ひ
、
示
教
之
上
」、
関
白
九
条
兼
実
の
娘
と
「
結
婚
し
た
」
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
の
根
拠
は
、
宗
祖
親
鸞
が
「
時
之
関
白
兼

実
公
之
息
女
と
被
致
配
偶
候
」
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
妻
帯
の
宗
風
」
に
つ
い
て
、
ど
う
い
っ
た
事
情
で
幕
府
が
問
い
合
わ
せ
を

し
て
き
た
か
は
当
該
史
料
が
な
い
た
め
不
明
だ
が
、
こ
の
文
書
以
前
の

一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
に
は
、「
諸
宗
寺
院
法
度
」
お
よ
び
「
諸
宗
寺
院
下

知
状
」
に
て
僧
侶
の
「
不
行
儀
」
や
寺
院
や
坊
舎
へ
女
人
を
抱
え
置
く
こ
と
が

禁
じ
ら
れ（

47
）、

ま
た
一
六
八
八
（
貞
享
五
）
年
に
は
「
寺
院
坊
舎
女
人
抱
置
禁
止

之
覚（

48
）」、

一
七
一
八
（
享
保
三
）
年
に
は
、「
僧
侶
風
紀
取
締
ニ
付
達（

49
）」、

さ
ら

に
一
七
八
八
（
天
明
八
）
年
に
は
、「
僧
侶
風
紀
取
締
ニ
付
内
達（

50
）」

が
幕
府
よ

り
発
布
さ
れ
て
、
僧
侶
の
風
紀
粛
清
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
文
書
の

三
年
後
の
一
七
九
九
（
寛
政
十
）
年
に
も
、「
僧
侶
風
紀
取
締
ニ
付
内
達（

51
）」

が

発
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
幕
府
が
各
寺
院
に
対
し
て
僧
侶
の
女
犯
・
妻

帯
を
厳
し
く
禁
じ
て
い
る
風
潮
の
中
に
お
い
て
、「
妻
帯
」
と
い
う
特
異
な



じ
め
て
肉
食
妻
帯
の
風
儀
を
肯
定
す
る
議
論
を
提
起
し
た（

55
）」

と
さ
れ
、
彼
に
よ

る
『
客
照
問
答
集
』
は
、
後
の
真
宗
の
僧
侶
た
ち
が
肉
食
や
妻
帯
に
関
す
る
議

論
を
展
開
す
る
際
の
「
い
わ
ば
雛
形
的
役
割（

56
）」

と
な
り
、
そ
の
後
の
肉
食
や
妻

帯
に
関
し
て
内
外
に
議
論
を
展
開
す
る
際
に
多
く
引
用
さ
れ
た
。

　
『
客
照
問
答
集
』
は
、「
真
宗
ノ
僧
徒
ハ
、
妻
子
ヲ
モ
チ
、
血
肉
ヲ
食
シ
、
仏

戒
ニ
背
テ
、
賤
劣
ナ
ル
宗
旨
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
、
イ
カ
ン（

57
）」

と
の
問
い
に
対
し
、
次

の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

客
ハ
法
理
明
ニ
シ
テ
、
人
ヲ
救
ノ
慈
悲
ヲ
専
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
尊
ズ
、
タ
ヾ

肉
ヲ
食
セ
ズ
妻
子
ヲ
持
セ
ザ
ル

コ
ト
ノ
ミ
尊
ト
ス
ル
コ
ト
、
乃
仏
法
ノ
玄
理
ヲ
知
サ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ（

58
）。

　

こ
こ
で
は
、
妻
子
を
持
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
だ
け
で
、
優
劣
を
判
断
す
る

の
は
仏
法
の
本
質
を
知
ら
な
い
の
だ
と
反
論
し
、「
妻
帯
の
宗
風
」
の
正
当
性

を
主
張
し
て
い
る
。

　

ま
た
知
空
は
『
肉
食
妻
帯
弁
』
に
お
い
て
、
真
宗
以
外
の
僧
侶
た
ち
に
よ
る

女
犯
や
妻
帯
が
広
ま
っ
て
い
る
証
拠
を
い
く
つ
か
挙
げ
、

当
流
ニ
ハ
一
人
ノ
妻
ヲ
与
ヘ
テ
坊
守
ト
定
メ
テ
、
余
ヲ
奪
タ
レ
ハ
、
結
局

他
家
ノ
僧
達
ノ
行
状
ヨ
リ
、
与
ヘ
テ
奪
フ
方
ガ
慚
愧
ノ
徳
ガ
ア
ル（

59
）。

浄
土
真
宗
に
と
っ
て
大
き
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
幕

府
が
僧
侶
の
妻
帯
を
厳
し
く
禁
ず
る
中
に
お
い
て
妻
帯
が
公
認
さ
れ
た
こ
と
は
、

「
妻
帯
の
宗
風
」
と
い
う
特
異
な
「
宗
風
」
が
、
他
宗
や
社
会
に
注
目
さ
れ
る

き
っ
か
け
と
も
な
る
。

一
―
四
　
江
戸
期
浄
土
真
宗
に
お
け
る
妻
帯
論

　

先
に
挙
げ
た
慶
安
年
中
（
一
六
四
八
〜
一
六
五
一
年
）
に
お
け
る
西
本
願
寺

の
良
如
宗
主
の
「
諸
国
坊
主
衆
中
・
同
門
徒
中
」
宛
の
消
息
に
は
、「
念
仏
ノ

行
者
可
二

慎
敬
一

法
」
と
し
て
そ
の
第
五
条
に
、「
妻
子
ヲ
扶
持
シ
、
治
レ

身
、
後

世
ノ
道
ヲ
可
レ

知（
52
）」

と
あ
り
、「
妻
子
ヲ
扶
持
」
し
つ
つ
「
治
レ

身
」、「
後
世
ノ

道
ヲ
」
知
る
べ
き
、
と
の
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
教
団
と
し

て
妻
帯
を
公
認
し
、
妻
帯
す
る
教
団
と
し
て
内
部
の
規
律
を
整
え
る
と
同
時
に
、

教
団
外
部
に
対
し
て
の
体
裁
を
整
え
よ
う
と
す
る
意
図
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　

ま
た
石
川
力
山
が
整
理
し
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
期
を
通
じ
て
「
肉
食
妻
帯（

53
）」

に
関
す
る
書
物
が
浄
土
真
宗
の
教
学
問
題
の
最
高
責
任
者
に
よ
っ
て
執
筆
あ
る

い
は
刊
行
さ
れ
続
け
た（

54
）。

肉
食
や
妻
帯
と
い
う
真
宗
独
自
の
「
風
儀
」
の
論
拠

を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
、
浄
土
真
宗
の
教
学
者
た
ち
は
様
々
な
論
理
を

構
成
し
、
外
部
に
対
し
て
妻
帯
論
を
展
開
し
て
い
く
。

　

そ
う
し
た
真
宗
教
学
者
た
ち
の
弁
明
の
先
駆
と
し
て
は
、
本
願
寺
学
頭
で

あ
っ
た
西
吟
（
一
六
〇
五
〜
一
六
六
三
）
お
よ
び
そ
の
弟
子
の
知
空
（
一
六
三
四

〜
一
七
一
八
）
が
い
る
。
特
に
西
吟
は
「『
妻
帯
』
の
問
題
を
軸
に
し
て
、
は



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

さ
れ
た
仏
教
教
団
と
し
て
そ
の
「
宗
風
」
の
根
拠
や
正
当
性
を
他
宗
や
社
会
へ

主
張
し
、
そ
の
論
理
を
よ
り
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
江
戸
期
の
真
宗

に
お
け
る
妻
帯
論
の
興
隆
は
、
真
宗
の
置
か
れ
た
状
況
を
如
実
に
表
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
親
鸞
伝
に
お
け
る
「
妻
帯
し
た
親
鸞
像
」
の
定
着

二
―
一
　「
親
鸞
伝
絵
」『
御
伝
鈔
』
に
お
け
る
親
鸞
「
妻
帯
」
の
描
写
の
欠
如

　

そ
も
そ
も
、
真
宗
教
学
者
た
ち
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
妻
帯
論
を
展
開
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

　

宗
祖
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
、
か
つ
そ
れ
に
は
正
当
な
理
由
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
明
確
に
示
す
根
拠
が
あ
れ
ば
、「
妻
帯
」
の
正
当
性
や
、「
宗
風
」
に
つ
い

て
の
議
論
を
展
開
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
現
在
確
認
で
き
る

親
鸞
の
言
葉
の
う
ち
、「
妻
帯
」
や
「
宗
風
」
に
関
し
て
言
及
し
た
も
の
は
な

い
。

　

親
鸞
の
生
涯
を
記
し
た
も
の
と
し
て
は
、
親
鸞
の
三
十
三
回
忌
の
翌
年
に
本

願
寺
の
第
三
世
覚
如
（
一
二
七
〇
〜
一
三
五
一
）
が
作
成（

66
）

し
た
と
さ
れ
る
「
親

鸞
伝
絵
」
と
、
そ
の
詞
書
を
抜
き
出
し
た
『
御
伝
鈔
』
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、

浄
土
真
宗
に
お
け
る
最
大
の
年
中
行
事
で
あ
る
報
恩
講
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、

報
恩
講
で
は
「
親
鸞
伝
絵
」
の
絵
を
抜
き
出
し
た
「
御
絵
伝
」
と
呼
ば
れ
る
掛

幅
を
掲
げ
、『
御
伝
鈔
』
が
読
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
浄
土
真
宗
に
お
け
る

と
し
、
浄
土
真
宗
の
妻
帯
は
そ
の
よ
う
な
単
な
る
破
戒
僧
と
は
違
い
一
人
の
女

性
を
坊
守
（
妻
）
と
し
、「
慚
愧
の
ノ
徳
」
が
あ
る
の
で
他
宗
僧
侶
の
行
状
よ

り
は
許
容
の
範
囲
で
あ
る
と
弁
明
す
る
。

　

西
吟
と
知
空
を
含
め
る
と
、
江
戸
期
に
お
い
て
は
「
肉
食
妻
帯
」
の
「
宗

風
」
を
擁
護
す
る
書
物
が
三
十
本
以
上
も
真
宗
の
学
僧
た
ち
に
よ
っ
て
著
さ
れ

た（
60
）。

そ
の
言
説
内
容
の
変
遷
を
研
究
し
た
フ
ァ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
学
僧
た
ち
が

「
西
吟
と
同
じ
よ
う
に
、
肉
食
妻
帯
を
単
な
る
破
戒
で
は
な
く
、
親
鸞
開
祖
か

ら
の
伝
統
あ
る
真
宗
の
風
儀
で
あ
り
、
僧
侶
に
と
っ
て
布
教
の
方
便
で
あ
り
、

衆
生
を
救
済
す
る
手
段
で
あ
る
と
論
じ（

61
）」

て
い
る
一
方
で
、
西
吟
以
降
の
僧
侶

た
ち
に
な
る
と
肉
食
や
妻
帯
が
真
宗
の
独
自
の
宗
風
で
あ
る
と
、
よ
り
主
張
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
た（

62
）。

ま
た
平
田
は
、
西
吟
を
先
駆
と

す
る
「
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
多
く
の
真
宗
教
学
者
の
『
肉
食
妻

帯
』
論
の
弁
明
の
仕
方
は
、
時
代
風
潮
を
巧
み
に
取
り
込
み
、
そ
れ
を
味
方
に

し
て
の
弁
明
に
終
始
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る（

63
）。

　

さ
ら
に
ジ
ャ
フ
ィ
ー
は
、
こ
の
時
期
の
他
宗
僧
侶
に
よ
る
妻
帯
の
広
ま
り
を

背
景
と
し
て
、
幕
府
に
よ
る
公
認
は
、
僧
侶
と
し
て
風
紀
と
戒
律
の
遵
守
を
求

め
ら
れ
て
い
た
他
宗
僧
侶
た
ち
の
多
大
な
嫉
妬
と
不
満
と
を
引
き
起
こ
し
た
と

し（
64
）、

こ
の
時
期
の
真
宗
の
肉
食
や
妻
帯
論
が
、
真
宗
の
「
宗
風
」
の
正
当
性
の

主
張
に
重
点
を
置
い
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る（

65
）。

江
戸
幕
府
が
他
宗
僧
侶
の

妻
帯
を
厳
し
く
禁
じ
、
一
方
で
は
そ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
あ
っ
て
も
他
宗
僧

侶
に
よ
る
妻
帯
が
広
が
っ
て
い
た
状
況
に
お
い
て
浄
土
真
宗
は
、
妻
帯
が
公
認



救
世
菩
薩
が
善
信
（
親
鸞
）
へ
、
こ
れ
は
私
の
誓
願
で
あ
る
。
こ
れ
を
皆
へ
説

き
聞
か
せ
よ
と
言
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
二
〇
九
（
建
仁
三
）
年
に

親
鸞
の
身
に
起
こ
っ
た
出
来
事
は
こ
の
夢
告
を
得
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
親
鸞
「
妻
帯
」
の
様
子
や
、「
妻
」
の
描
写
は
見
当
た
ら

な
い
。

　

親
鸞
の
「
妻
帯
」
と
い
う
出
来
事
が
、「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
に
書

か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
し
て
塩
谷
は
、「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
が
浄

土
真
宗
に
ま
っ
た
く
無
知
な
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
妻
帯
」
し
た
と

い
う
露
骨
な
表
現
を
使
わ
ず
と
も
、
そ
の
暗
示
程
度
で
意
味
は
通
じ
る
と
し
て

い
る（

73
）。

塩
谷
の
こ
の
指
摘
の
よ
う
に
、
前
記
の
夢
告
は
「
女
犯
偈
」
と
呼
ば
れ
、

親
鸞
の
「
妻
帯
」
の
き
っ
か
け
、
そ
し
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
示
唆
す
る
も
の

と
し
て
こ
れ
ま
で
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
た
と
え
こ
の
夢
告
が
「
妻
帯
」
を
示
唆
し
、
そ
れ
を
以
て
「
親
鸞
伝

絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
が
親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
暗
示
し
て
い
る
と
し
て
も
、
暗
示

さ
れ
る
こ
と
と
、
記
述
も
し
く
は
描
写
さ
れ
る
こ
と
と
は
別
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、「
御
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
で
は
暗
示
程
度
で
あ
っ
た

親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
、
江
戸
期
に
作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
で
は
明
確
に
記
述
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
親
鸞
伝
、
特
に
江
戸
期
の
親
鸞
伝
に
は
、
親

鸞
の
「
妻
帯
」
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
中
で
は
、
前
記
の
夢
告
に
加

え
て
さ
ら
に
詳
細
な
親
鸞
「
妻
帯
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
述
さ
れ
る
。
本
稿
で

は
、
そ
の
背
景
を
江
戸
幕
府
に
よ
る
僧
侶
の
女
犯
・
妻
帯
に
対
す
る
厳
罰
化
と

『
御
伝
鈔
』
拝
読
の
記
録
を
研
究
し
た
日
下
無
倫
は
、「
親
鸞
伝
絵
」
を
読
誦
し

賞
鑑
す
る
行
為
は
、
覚
如
に
よ
る
永
仁
初
稿
の
制
作
以
来
常
に
行
わ
れ
た
と
分

析
し
て
お
り（

67
）、

浄
土
真
宗
に
と
っ
て
こ
の
二
つ
の
伝
記
は
た
い
へ
ん
重
要
な
も

の
で
あ
る
。
ま
た
親
鸞
伝
の
解
釈
の
変
遷
を
詳
細
に
研
究
し
た
塩
谷
も
、「
真

宗
寺
院
で
語
ら
れ
る
親
鸞
の
生
涯
は
、
基
本
的
に
『
伝
絵
』（『
御
伝
鈔
』）
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い（

68
）」

と
結
論
づ
け
て
お
り
、「
親
鸞
伝
絵
」

お
よ
び
『
御
伝
鈔
』
は
、
親
鸞
の
生
涯
を
描
い
た
伝
記
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら

れ
る
重
要
史
料
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
「
親
鸞
伝
絵
」
と
『
御
伝
鈔
』
に
は
親
鸞
「
妻
帯
」
の
描
写

や
記
述
が
な
い（

69
）。

先
に
提
示
し
た
「
浄
土
真
宗
開
闢
肉
食
妻
帯
之
儀
本
願
寺
勅

号
之
由
緒（

70
）」

で
は
、
親
鸞
は
一
二
〇
九
（
建
仁
三
）
年
に
「
妻
帯
」
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
描

写
や
記
述
は
な
く
、
一
二
〇
九
（
建
仁
三
）
年
の
出
来
事
と
し
て
描
写
さ
れ
て

い
る
の
は
、
親
鸞
が
六
角
堂
で
救
世
観
音
か
ら
夢
告
を
受
け
る
様
子
で
あ
る
。

　
「
親
鸞
伝
絵
」
に
あ
る
こ
の
夢
告
と
は
、「
行
者
宿
報
設
女
犯　

我
成
玉
女
身

被
犯　

一
生
之
間
能
荘
厳　

臨
終
引
導
生
極
楽（

71
）文

」
と
い
う
も
の
で
、
た
と
え

宿
報
の
た
め
に
お
前
が
女
犯
を
し
て
し
ま
っ
て
も
、
そ
の
と
き
は
私
が
美
し
い

女
性
と
な
っ
て
お
前
に
犯
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
お
前
の
生
涯
を
荘
厳
し
、
臨
終

に
際
し
て
は
お
前
を
極
楽
へ
と
導
こ
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
夢

告
は
、「
救
世
菩
薩
善
信
に
の
た
ま
わ
く
、
こ
れ
は
こ
れ
わ
が
誓
願
な
り
。
善

信
こ
の
誓
願
の
旨
趣
を
宣
説
し
て
一
切
群
生
に
聞
し
む
べ
し
と
云
々（

72
）」

と
続
き
、
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こ
の
時
代
の
親
鸞
伝
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
親
鸞
「
妻
帯
」
の
記
述
が
あ

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
親
鸞
伝
に
お
い
て
、「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』

で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
「
妻
帯
」
と
い
う
出
来
事
が
登
場
し
、
ま
た
そ
の
記
述

が
次
第
に
詳
細
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
と
い
う
記
述
は
、
江
戸
期
の
親
鸞
伝
お
い
て
突
如
現

れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
親
鸞
の
生
涯
を
描
い
た
「
親
鸞
伝
絵
」
や
、『
御
伝

鈔
』
の
い
ず
れ
に
も
「
妻
帯
」
に
つ
い
て
の
描
写
や
言
及
は
な
い
一
方
で
、
江

戸
期
に
作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
で
は
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
登
場
す
る
。

　

考
察
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
、
江
戸
期
以
前
の
親
鸞
伝
の
親
鸞
「
妻

帯
」
の
記
述
を
示
す
が
、
親
鸞
が
生
き
て
い
た
時
代
に
お
け
る
「
妻
帯
」
は
、

何
を
以
て
「
妻
帯
し
た
」
と
す
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
る
。
そ
こ
で
法
制
史
研
究

の
石
井
良
助
に
よ
る
成
果（

76
）

を
参
考
に
、
身
分
の
異
動
や
親
の
許
可
と
い
っ
た
、

中
世
の
結
婚
の
形
で
あ
る
と
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
記
述
を
、「
妻
帯
」
を
示

す
も
の
と
す
る
。

　

ま
た
江
戸
期
に
は
、
様
々
な
人
々
が
異
な
っ
た
形
で
親
鸞
伝
を
生
み
出
し
て

い
る
。
そ
の
中
に
は
読
本
作
家
に
よ
る
も
の
や
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
作
っ

た
も
の
な
の
か
不
明
な
も
の
も
多
く
あ
る
。
本
稿
は
、
親
鸞
伝
に
表
出
さ
れ
た

浄
土
真
宗
教
団
の
状
況
と
、
そ
の
背
景
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
た
め
、
分
析
に
用
い
る
親
鸞
伝
は
、
作
者
が
浄
土
真
宗
教
団
の
人
物

ま
た
は
寺
院
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
さ
ら
に
あ
る
程
度
制
作
年
代
の
わ

仮
定
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
次
か
ら
は
、
江
戸
期
に
作
成
ま
た
は
刊
行
さ
れ
た
親
鸞
伝
の
「
妻

帯
」
の
描
写
に
注
目
し
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
統
制
が
行
わ
れ
て
い
た
状
況
下
で
、

親
鸞
の
「
妻
帯
」
そ
し
て
浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
の
記
述
が
ど
の
よ
う

な
変
遷
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
―
二
　
親
鸞
伝
に
お
け
る
親
鸞
「
妻
帯
」
の
記
述

　

親
鸞
の
生
涯
を
語
っ
た
親
鸞
伝
は
、
数
・
種
類
と
も
に
多
い
。
塩
谷
の
研
究（

74
）

を
参
考
に
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
代
表
的
な
も
の
を
年
代
順
に
並
べ
れ
ば
、
十
四

世
紀
以
前
の
「
親
鸞
伝
絵
」、『
親
鸞
聖
人
御
因
縁
』、『
親
鸞
聖
人
御
因
縁
秘
伝

鈔
』
が
あ
る
。
特
に
「
親
鸞
伝
絵
」
か
ら
は
、
絵
だ
け
を
抜
き
出
し
て
掛
幅
に

し
た
「
御
絵
伝
」
と
、
詞
書
だ
け
を
抜
き
出
し
た
『
御
伝
鈔
』
が
生
み
出
さ
れ
、

絵
解
き
に
使
用
さ
れ
る
な
ど
し
て
多
く
流
布
し
て
い
っ
た
。
十
六
世
紀
半
ば
か

ら
十
七
世
紀
初
頭
に
は
、『
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』『
親
鸞
聖
人
正
明
伝
』『
御
伝

鈔
聞
書
』
な
ど
の
ほ
か
に
、
絵
解
き
の
台
本
と
さ
れ
る
『
康
楽
寺
白
鳥
伝
』、

読
本
作
者
の
作
と
さ
れ
る
『
親
鸞
聖
人
御
一
代
記
図
絵
』、
浄
瑠
璃
『
し
ん
ら

ん
き
』
な
ど
も
登
場
す
る
。

　

親
鸞
伝
は
特
に
、
江
戸
期
以
降
さ
か
ん
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
出
版

技
術
の
発
達
も
あ
っ
て
、
真
宗
教
団
側
の
作
成
し
た
親
鸞
伝
の
み
な
ら
ず
、
絵

解
き
本
や
読
本
作
者
の
作
っ
た
も
の
の
ほ
か
、『
御
伝
鈔
』
の
注
釈
書
、
浄
瑠

璃
な
ど
様
々
な
種
類
が
作
成
さ
れ
民
衆
へ
伝
播
し
て
い
っ
た（

75
）。



然
は
そ
の
問
い
に
対
し
て
、
違
い
は
な
い
と
答
え
た
。

　

し
か
し
法
皇
は
さ
ら
に
、
本
当
に
違
い
が
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
法
然
の
弟

子
の
中
で
一
生
不
犯
の
僧
を
一
人
還
俗
さ
せ
て
在
家
と
し
、
証
拠
を
見
せ
て
ほ

し
い
と
願
っ
た
。
そ
こ
で
法
然
は
還
俗
さ
せ
る
僧
と
し
て
親
鸞
を
指
名
し
た
が
、

親
鸞
は
、
法
然
の
元
で
戒
律
を
守
っ
て
修
行
し
て
き
た
と
主
張
し
、
は
じ
め
は

そ
れ
を
拒
否
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
法
然
は
、
親
鸞
が
六
角
堂
で
救
世
観
音
か
ら
得
た
夢
告
を
知
っ
て

お
り
、
そ
う
い
う
夢
告
を
受
け
た
の
で
あ
れ
ば
俗
人
に
な
れ
と
促
す
。
そ
こ
で

親
鸞
は
、
法
皇
の
車
に
一
緒
に
乗
っ
て
法
皇
の
御
殿
へ
向
か
い
、
法
皇
の
七
番

目
の
娘
で
あ
る
玉
日
の
宮
と
夫
婦
と
な
っ
た
。

　

以
上
が
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

こ
れ
よ
り
後
に
挙
げ
る
親
鸞
伝
に
お
け
る
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に
関
す
る
記
述
に

ほ
ぼ
共
通
し
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
の
は
法
然
の
す
す
め
で
あ
っ
て
、
相
手

は
玉
日
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
親
鸞
伝
に
お
い
て
共
通
す
る
親
鸞
「
妻
帯
」
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

こ
の
書
物
に
は
、「
ヒ
メ
ミ
ヤ
ヲ
平ヘ

イ
シ
ン人

ノ
ツ
マ
ト
ナ
シ
マ
シ
マ
ス
」
や
、

「
親シ

ン
ラ
ン鸞

ハ
夫フ

ウ
フ
ト
ウ
シ
ャ

婦
同
車
シ
テ（

80
）」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、「
ツ
マ
」
や

「
夫
婦
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
玉
日
姫
の
身
分
の
異
動
が
記
さ
れ
て
い

る
。

　

石
井
に
よ
る
と
、
中
世
に
お
い
て
は
、
身
分
に
よ
っ
て
婚
姻
に
関
す
る
法
制

が
異
な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
さ
れ
る（

81
）。

さ
ら
に
石
井
は
、
父
母
が
存
命
で

か
っ
て
い
る
も
の
に
限
定
し
て
分
析
を
行
う
。

二
―
三
　
江
戸
期
以
前
に
作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
に
お
け
る
親
鸞「
妻
帯
」の
記
述

　

は
じ
め
に
、
江
戸
期
以
前
の
親
鸞
伝
の
う
ち
「
妻
帯
」
の
記
述
の
あ
る
親
鸞

伝
を
二
本
挙
げ
る
。

　

ま
ず
、
一
二
八
八
（
正
応
元
）
年
頃
か
ら
一
二
九
五
（
永
仁
三
）
年
の
間
に

書
か
れ
た（

77
）

と
さ
れ
る
『
親
鸞
聖
人
御
因
縁（

78
）』（

以
下
『
御
因
縁
』）
で
あ
る
。
こ

の
親
鸞
伝
が
重
要
な
の
は
、「
親
鸞
伝
絵
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
「
親
鸞
伝
絵
」
に
は
な
い
「
妻
帯
」
の
記
述
が
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
に
も
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に
関
す
る
記

述
は
見
当
た
ら
な
い
。『
御
因
縁
』
は
、
現
在
確
認
で
き
る
親
鸞
伝
の
う
ち
で

親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
は
最
も
古
い
作
成
時
期
の
親
鸞
伝
で

あ
る
。

　

塩
谷
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
写
本
も
少
な
く
、
武
蔵
・
嵯
峨
野
周
辺
で
作
成
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
で
、
京
都
の
仏
光
寺
に
も
江
戸
中
期
に
な
る
ま
で

入
っ
て
お
ら
ず（

79
）、

京
都
の
本
願
寺
や
仏
光
寺
と
い
っ
た
寺
派
と
は
別
の
系
統
の

真
宗
門
徒
・
教
団
の
伝
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

先
に
こ
こ
で
語
ら
れ
る
親
鸞
の
「
妻
帯
」
と
い
う
出
来
事
を
要
約
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
二
〇
一
（
建
仁
元
）
年
十
月
、
月
輪
法
皇
と
い
う
人
物
が
法
然
の
元
を
訪

れ
、
出
家
者
の
念
仏
と
在
家
信
徒
の
念
仏
に
違
い
が
あ
る
の
か
と
尋
ね
た
。
法
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に
基
づ
い
て
幕
府
へ
書
状
を
提
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
年
来
の
不
審
を
晴
ら

し
」（
書
き
下
し
：
大
澤
）
た
と
の
言
葉
か
ら
は
、
こ
の
『
秘
伝
鈔
』
が
そ
の
当

時
の
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
重
要
か
つ
利
用
価
値
の
あ
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
期
以
前
に
作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
の
う
ち
で
「
妻
帯
」

の
記
述
が
あ
る
の
は
、『
御
因
縁
』
と
『
秘
伝
鈔
』
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二

つ
の
親
鸞
伝
は
写
本
が
少
な
く
、『
秘
伝
鈔
』
に
い
た
っ
て
は
作
成
さ
れ
た
の

が
室
町
初
期
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
七
一
六
（
正
徳

六
）
年
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
御
因
縁
』
と
『
秘
伝
鈔
』
以
降
、「
親
鸞
と
九

条
兼
実
の
娘
と
の
結
婚
は
親
鸞
伝
の
常
識
と
化
し
、『
御
因
縁
』
の
写
本
は
少
な

い
の
に
、
玉
日
の
名
は
た
い
が
い
の
親
鸞
伝
に
見
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
進

展（
88
）」

し
て
い
く
。
そ
れ
を
次
か
ら
確
認
し
た
い
。

二
―
四

　
江
戸
期
の
親
鸞
伝
に
お
け
る
「
親
鸞
妻
帯
」
の
記
述

　

江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
の
う
ち
、
作
成
時
期
の
早
い
も

の
は
、
一
六
六
四
（
寛
文
四
）
年
初
版（

89
）、『

真
宗
肉
食
妻
帯
弁
』
を
著
し
た
知

空
に
よ
る
『
御
伝
照
蒙
記
』（
以
下
『
照
蒙
記
』）
で
あ
る（

90
）。

本
書
は
、
江
戸
幕

府
が
各
寺
・
各
宗
派
を
対
象
に
僧
侶
の
妻
帯
を
禁
止
し
た
「
諸
宗
寺
院
下
知

状
」
を
発
布
す
る
前
年
に
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
親
鸞
伝
は
、「
本
格
始
動
し
た

学
林
か
ら
発
せ
ら
れ
た
初
の
『
御
伝
鈔
』
注
釈
書
で
、
明
治
に
至
る
ま
で
正
統

的
注
釈
書
に
地
位
を
保
っ
た（

91
）」

と
評
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
記
述
さ
れ

あ
る
場
合
、
そ
の
意
思
と
は
無
関
係
に
婚
姻
が
成
立
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

少
な
く
と
も
そ
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
必
要
で
あ
っ
た
と
す
る（

82
）。

こ
の
『
御
因

縁
』
で
は
、
父
親
の
九
条
兼
実
が
娘
を
「
卑
婦
人
」
と
し
た
と
し
て
い
る
の
で
、

父
親
の
介
入
が
あ
っ
た
上
で
身
分
を
異
動
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
親
鸞
伝
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
親
鸞
が
「
妻
帯
し
た
」
と
い
う
出

来
事
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

次
に
「
妻
帯
」
の
記
述
が
あ
る
親
鸞
伝
は
、
室
町
時
代
初
期
に
、
先
の
『
御

因
縁
』
の
注
釈
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
、
作
者
不
詳
の
『
親
鸞
聖
人
御
因
縁
秘

伝
鈔（

83
）』（

以
下
『
秘
伝
鈔
』）
で
あ
る
。
本
書
は
、
覚
如
の
仮
託
書
と
さ
れ
る
が
、

刊
行
は
一
七
一
六
（
正
徳
六
）
年
で
、「
伝
本
が
非
常
に
少
な
い
上
に
存
如
書

写
本
に
由
来
す
る
写
本
・
板
本
し
か
現
存
し
な
い（

84
）」

親
鸞
伝
で
あ
る
。

　

こ
の
親
鸞
伝
は
、
半
分
以
上
が
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に
関
連
す
る
出
来
事
で
占

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
鍾
愛
ノ
御
息
女
ヲ
毀ヤ

ツ
シ、

イ
タ
ハ
シ
ク
モ
貧
道
遁

禿
ノ
卑
婦

人

ト
ナ
シ
タ
テ
マ
ツ
リ
」、「
親
鸞
夫
婦
同
車
シ
テ（

85
）」

と
あ
る
。
こ
こ

に
も
、「
夫
婦
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
て
お
り
、
内
容
は
先
の
『
御
因
縁
』
の

伝
え
る
も
の
と
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
『
秘
伝
鈔
』
の
一
六
七
六
（
延
宝
四
）
年
の
書
写
に
は
、「
年

来
晴
不
審
慶
喜
余
身
。
教
如
上
人
御
代
、
家
康
将
軍
尋
之
時
、
以
是
書
上
畢（

86
）」

と
の
記
述
が
あ
り
、
東
本
願
寺
教
如
の
代
に
こ
の
書
物
に
拠
っ
て
江
戸
幕
府
へ

書
状
を
提
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

87
）。

幕
府
へ
の
提
出
の
経
緯
や
そ
の
内

容
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
本
書



に
高
い
。

　

ま
た
親
鸞
の
「
妻
帯
」
の
記
述
は
、
本
願
寺
派
で
は
な
い
寺
派
に
も
同
様
に

見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
が
仏
光
寺
派
の
勧
化
本
で
、
一
六
八
七

（
貞
享
四
）
年
に
知
足
軒
が
作
成
、
本
屋
吉
兵
衛
が
刊
行
し
た（

94
）『

善
信
聖
人
報
恩

抄
』
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、「
御
娘
玉
日

ノ

姫
第
七
ノ
姫
十
八
歳

ト
通
配ハ

イ

シ
玉
ヘ
リ
」
や
、

「
鍾シ

ヤ
ウ
ア
イ愛

ノ
御
息ソ

ク

女
ヲ
ヤ
ツ
シ
、
イ
タ
ハ
シ
ク
モ
貧ヒ

ン

道
ノ
坊
守モ

リ

ト
ナ
シ（

95
）」

と
あ
り
、

記
述
内
容
は
『
秘
伝
鈔
』
に
類
似
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、「
東
西
両
本
願
寺
派
か
ら
高
田
派
ま
で
、
唯
一
絶
対
の
『
御
伝
鈔
』

を
仰
い
で
い
た
当
時
の
学
僧
た
ち
は
、
突
然
の
異
本
の
登
場
に
衝
撃
を
受
け

た（
96
）」

と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
仏
光
寺
本
の
「
親
鸞
伝
絵
」（『
善
信
聖
人
親
鸞
伝

絵（
97
）』）

に
依
り
つ
つ
、
親
鸞
の
生
涯
と
仏
光
寺
史
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
『
照
蒙
記
』
が
西
本
願
寺
の
知
空
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
『
善
信

聖
人
報
恩
抄
』
は
仏
光
寺
派
の
親
鸞
伝
で
あ
る
。
知
空
は
本
願
寺
の
「
親
鸞
伝

絵
」
と
『
御
伝
鈔
』
と
に
依
っ
て
『
照
蒙
記
』
を
書
い
た
が
、
こ
の
『
善
信
聖

人
報
恩
抄
』
は
仏
光
寺
本
の
「
親
鸞
伝
絵
」（『
善
信
聖
人
親
鸞
伝
絵
』）
に
基
づ

い
て
い
る
。
元
に
し
た
「
親
鸞
伝
絵
」
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
二
つ
の

「
親
鸞
伝
絵
」
に
は
、
ど
ち
ら
も
「
妻
帯
」
の
記
述
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ

ら
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
二
つ
の
親
鸞
伝
に
は
、
記
述
は
や
や
異
な
り
は
す

る
が
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
は
っ
き
り
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
親
鸞
伝
か
ら
は
、
親
鸞
が
「
妻
帯
し
た
」
と
い
う
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
本
願
寺
と
仏
光
寺
の
親
鸞
伝
は
共
通
し
て
い

た
内
容
は
、
明
治
に
い
た
る
ま
で
本
願
寺
が
発
信
し
た
親
鸞
の
生
涯
に
ま
つ
わ

る
確
か
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
伝
記
に
は
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
、「
ツ

ヰ
ニ
殿
下
第
七
ノ
姫
宮
、
玉
日
ト
申
シ
テ
十
八
歳
ニ
ナ
リ
玉
ヘ
ル
ヲ
配
嫁
シ
玉

ヘ
リ
」
お
よ
び
「
夫
婦
同
車
シ
テ（

92
）」

と
の
記
述
が
あ
り
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に

関
す
る
記
述
は
多
く
な
い
も
の
の
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
す
る
場
面
や
文
言
は
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
妻
帯
」
の
記
述
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
『
照
蒙
記
』
で
は
、「
玉
日
ノ
宮
ハ
早
世
シ
玉
ヒ
シ
ヨ
リ
、
恵
信
ノ
禅
尼
給

仕
シ
玉
ヒ
テ
六
人
ノ
男
女
ヲ
マ
フ
ケ
玉
フ（

93
）」

と
し
、
玉
日
が
登
場
し
な
い
系
図

と
の
齟
齬
や
、
系
図
に
書
か
れ
た
親
鸞
の
子
ど
も
た
ち
の
母
の
名
を
正
そ
う
と

す
る
記
述
が
あ
り
、
教
団
と
し
て
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
に
ま
つ
わ
る
史
実
を
整
え

よ
う
と
い
う
姿
勢
も
見
て
取
れ
る
。

　

こ
の
『
照
蒙
記
』
で
注
意
し
た
い
の
は
、『
御
伝
鈔
』
の
注
釈
で
あ
り
な
が

ら
も
『
御
伝
鈔
』
の
文
中
に
は
な
い
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
は
っ
き
り
と
記
述
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
が
「
宗
風
」
と
し
て
「
妻
帯
」
を
主

張
す
る
た
め
に
は
、
宗
祖
親
鸞
が
「
妻
帯
し
た
」
こ
と
が
ま
ず
重
要
に
な
っ
て

く
る
が
、
こ
の
『
照
蒙
記
』
は
「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
に
は
な
い
親
鸞

の
「
妻
帯
」
を
明
示
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
伝
記
は
そ
の
後
、
親
鸞
の
生
涯

に
関
す
る
教
団
の
正
統
な
注
釈
書
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
宗
祖
親
鸞
が
「
妻
帯
」

し
た
こ
と
が
、
教
団
の
正
統
な
注
釈
書
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
れ
ば
、
親
鸞
の

「
妻
帯
」
は
事
実
と
し
て
、
あ
る
い
は
常
識
と
し
て
定
着
す
る
可
能
性
が
非
常



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

ま
で
に
は
な
い
編
年
体
形
式
に
よ
っ
て
価
値
を
高
め（

107
）、

記
載
さ
れ
た
出
来
事
が

実
際
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
の
根
拠
は
な
い
も
の
の
、
出
来
事
の
時
・
場
所
・

理
由
や
結
果
を
記
述
し
、
首
尾
一
貫
し
た
親
鸞
伝
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
中
で
も
、「
殿
下
第
七
ノ
姫
、
其
名
ハ
玉
日
ト
申
ニ
配
嫁
シ
タ
マ

フ
」
や
、「
変
現
ノ
賢
婦
」、「
是
時
ヨ
リ
祖
師
始
テ
受
妻
ノ
身
ト
ナ
リ
タ
マ
ヘ

リ（
108
）」

と
い
う
文
言
で
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
同
じ
く
良
空
の
作
で
あ
る
一
七
三
三
（
享
保
十
八
）
年
の
『
親
鸞
聖
人

正
明
伝
』（
以
下
『
正
明
伝
』）
は
、「
語
り
聞
か
せ
る
よ
う
な
文
体（

109
）」

で
記
さ
れ
、

『
正
統
伝
』
の
内
容
を
物
語
風
に
変
更
し
て
あ
る
。
塩
谷
の
言
う
よ
う
に
、『
正

統
伝
』
と
『
正
明
伝
』
以
降
の
親
鸞
伝
で
、
こ
の
二
本
の
親
鸞
伝
の
影
響
を
受

け
て
い
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い（

110
）。

こ
の
二
つ
の
親
鸞
伝
に
書
か
れ
た
内
容

は
、
そ
の
わ
か
り
や
す
い
形
式
と
、
伝
わ
り
や
す
い
文
体
に
よ
っ
て
定
着
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

特
に
『
正
明
伝
』
は
、「
親
鸞
聖
人
御
出
家
御
妻
帯
の
因
縁
を
最
も
詳
か
に

記
述
し
た
る
も
の
也（

111
）」

と
評
さ
れ
、
親
鸞
が
「
妻
帯
し
た
」
こ
と
が
詳
細
に
記

述
さ
れ
て
お
り
、「
妻
帯
」
に
関
す
る
記
述
も
そ
れ
ま
で
の
親
鸞
伝
と
比
べ
て
多

く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
御ヲ

ン
ム
ス
メ
タ
マ
ヒ
ノ
ヒ
メ

娘
玉
日
姫
ニ
配ハ

イ
カ嫁

シ
タ
マ
フ
」
や
、

「
誠マ

コ
ト
ニ
コ
ウ
ケ
イ
シ
ア
イ

紅
閨
鍾
愛
ノ
賢ケ

ン
ラ
ウ娘

ヲ
ヤ
ツ
シ
、
イ
タ
ハ
シ
ク
モ
貧ヒ

ン
ダ
ウ
コ
ク
エ

道
黒
衣
ノ
卑ヒ

フ
ジ
ン

婦
人
ト
ナ

シ
タ
マ
フ（

112
）」

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
親
鸞
伝

の
内
容
と
類
似
し
て
い
る
。

　

表
1
で
ま
と
め
た
よ
う
に
、
親
鸞
伝
に
お
い
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
、
月
輪

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
は
、
信
濃
塩
崎
康
楽
寺
が
一
六
八
四
〜
八
八
年
（
貞
享
年
中
）
に
作
成
し

た（
98
）

と
さ
れ
る
『
康
楽
寺
白
鳥
伝
』（『
以
下
白
鳥
伝
』）
で
あ
る
。
信
濃
塩
崎
康
楽

寺
は
一
五
〇
一
（
文
亀
二
）
年
頃
本
願
寺
教
団
に
参
入（

99
）

し
、「
絵
伝
の
家（

100
）」

と

し
て
、
親
鸞
伝
の
多
く
の
絵
解
き
本
を
作
成
し
た（

101
）

寺
で
、
現
在
確
認
で
き
る

「
康
楽
寺
系
最
古
の
絵
解
き
本（

102
）」

が
こ
の
『
白
鳥
伝
』
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は

絵
解
き
の
台
本
と
し
て
作
成
さ
れ
、
読
み
な
が
ら
絵
を
指
す
べ
き
と
こ
ろ
に
朱

で
印
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
絵
解
き
を
す
る
際
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い

る（
103
）。

　

こ
の
『
白
鳥
伝
』
は
、『
照
蒙
記
』
を
元
に
作
成
さ
れ（

104
）、『

白
鳥
伝
』
に
お
い

て
も
、
親
鸞
「
妻
帯
」
の
様
子
は
、「
月
輪
殿
第
七
ノ
姫
宮
、
玉
日
ノ
前
ト
申

シ
テ
、
十
八
歳
ニ
ナ
リ
玉
ヘ
ル
ヲ
配
嫁
シ
玉
ヒ
」
や
、「
夫
婦
同
車
シ
テ（

105
）」

と

記
述
さ
れ
、
内
容
は
こ
れ
ま
で
の
親
鸞
伝
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
類
似
し
て

い
る
。
こ
の
親
鸞
伝
が
絵
解
き
の
際
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ

で
書
か
れ
た
内
容
は
、
浄
土
真
宗
教
団
が
内
部
・
外
部
に
向
け
て
の
ア
ピ
ー
ル

す
る
も
の
と
し
て
一
定
の
機
能
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
の
一
七
一
七
（
享
保
二
）
年
に
高
田
派
の
良
空
に
よ
っ
て

『
高
田
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』（
以
下
『
正
統
伝
』）
が
作
成
・
刊
行
さ
れ
る
。
こ
の

親
鸞
伝
は
、「
刊
行
と
同
時
に
爆
発
的
に
読
ま
れ
、
賛
否
両
論
の
大
騒
動
を
巻

き
起
こ
し
た（

106
）」。

塩
谷
の
指
摘
す
る
よ
う
に
本
書
は
、
編
年
体
形
式
で
親
鸞
の

年
齢
・
年
代
順
に
出
来
事
を
並
べ
親
鸞
の
一
生
を
統
一
的
に
語
る
と
い
う
そ
れ



殿
下
の
願
い
で
あ
り
、
法
然
の
す
す
め
も
あ
っ
て
月
輪
殿
下
の
娘
、

玉
日
と
「
妻
帯
」
し
た
と
い
う
、『
御
因
縁
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
か

な
り
類
似
し
た
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
の
類
似
性

か
ら
は
、
僧
侶
の
妻
帯
が
厳
罰
化
さ
れ
、
ま
た
浄
土
真
宗
が
妻
帯
を

公
認
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
、
親
鸞
「
妻
帯
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

な
お
、
現
在
の
通
説
で
は
親
鸞
の
「
妻
」
は
、
先
の
『
照
蒙
記
』

に
も
登
場
し
た
「
恵
信
ノ
禅
尼
」（
恵
信
尼
）
と
さ
れ
て
い
る
。

一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
に
西
本
願
寺
に
お
い
て
「
恵
信
尼
文
書
」
が

発
見
さ
れ
、
恵
信
尼
の
実
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
親
鸞
伝
に

つ
い
て
は
、
平（

114
）

の
よ
う
に
、
玉
日
姫
と
親
鸞
と
の
結
婚
を
伝
え
る

『
御
因
縁
』『
正
明
伝
』
の
記
述
に
は
誤
り
が
多
く
、
根
拠
が
な
い
と

し
て
こ
れ
ら
の
親
鸞
伝
の
信
憑
性
を
疑
い
、
玉
日
姫
と
の
「
結
婚
」

を
否
定
す
る
主
張
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
は
松
尾
剛
次（

115
）の

よ

う
に
、
そ
れ
ら
の
親
鸞
伝
を
評
価
し
そ
こ
に
登
場
す
る
玉
日
姫
の
実

在
を
主
張
し
、
本
願
寺
系
以
外
の
親
鸞
伝
お
よ
び
玉
日
姫
の
存
在
が
、

恵
信
尼
の
系
統
を
継
ぐ
本
願
寺
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
た
と
い
う
説
を

展
開
す
る
研
究
も
あ
る
。

　

そ
う
し
た
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
本
稿
は
、
親
鸞
の
「
妻
」
が
玉

日
姫
な
の
か
恵
信
尼
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
系
統
の
親
鸞
伝
の
内

容
を
史
実
と
し
て
認
め
る
か
と
い
っ
た
問
題
と
、
親
鸞
伝
に
お
け
る

書名と作成・刊行年 親鸞「妻帯」の描写

『御因縁』 
1288（正応元）年～ 1295（永仁 3）年作成

ヒメミヤヲ平
ヘイシン

人ノツマトナシ

親
シンラン

鸞ハ夫
フウフ

婦同
トウシャ

車シテ

『秘伝鈔』 
室町時代初期作成、1716（正徳 6）年刊行

鍾愛ノ御息女ヲ毀
ヤツシ

、イタハシクモ貧道遁禿ノ卑婦人トナシ

親鸞夫婦同車シテ

『照蒙記』 
1664（寛文 4）年作成・刊行

殿下第七ノ姫宮、玉日ト申シテ十八歳ニナリ玉ヘルヲ配嫁シ玉ヘリ

夫婦同車シテ

『善信聖人報恩抄』
1687（貞享 4）年作成・刊行

御娘玉日ノ姫第七ノ姫十八歳ト通配
ハイ

シ玉ヘリ

鍾
シャウアイ

愛ノ御息女
ソク

ヲヤツシ、イタハシクモ貧
ヒン

道ノ坊守
モリ

トナシ奉リ給事

『白鳥伝』 
1684 ～ 88（貞享年中）年作成

月輪殿第七ノ姫宮、玉日ノ前ト申シテ、十八歳ニナリ玉ヘルヲ配嫁シ玉ヒ

夫婦同車シテ

『正統伝』 
1717（享保 2）年作成・刊行

殿下第七ノ姫、其名ハ玉日ト申ニ配嫁シタマフ

変現ノ賢婦也

是時ヨリ祖師始テ受妻ノ身トナリ

『正明伝』 
1733（享保 18）年作成・刊行

御
ヲンムスメタマヒノヒメ

娘 玉 日 姫ニ配
ハイカ

嫁シタマフ

紅
コウケイ

閨鍾
シアイ

愛ノ賢
ケンラウ

娘ヲヤツシ、イタハシクモ貧
ヒンダウコクエ

道黒衣ノ卑
ヒ フ ジ ン

婦人トナシタマフ

表１　親鸞伝における親鸞「妻帯」の描写（113）



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

為
で
は
な
く
、
破
戒
し
て
ま
で
な
す
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
と
語
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
僧
侶
の
女
犯
お
よ
び
妻
帯
は
、
規
定
の
上
の
み

に
な
ら
ず
、
実
際
に
厳
し
く
処
罰
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
規

制
対
象
外
で
あ
っ
た
浄
土
真
宗
は
、
幕
府
だ
け
で
は
な
く
他
宗
派
や
社
会
に
対

し
て
も
、
宗
祖
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
、
単
な
る
破
戒
や
違
反
行
為
で
は
な
く
、

い
か
に
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
す
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
点

は
親
鸞
伝
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

表
2
は
、
親
鸞
伝
に
お
け
る
親
鸞
「
妻
帯
」
の
理
由
を
比
較
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
し
た
理
由
は
、
出
家
の
念
仏
と
在
家
の

念
仏
に
は
違
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、「
月
輪
殿

下
（
も
し
く
は
月
輪
禅
定
殿
下
）」
の
懇
願
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で

類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
成
立
の
早
い
『
御
因
縁
』
で
は
、「
法
皇
」

の
願
い
を
叶
え
る
た
め
、
衆
生
救
済
の
た
め
と
し
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
語
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
親
鸞
伝
に
お
い
て
も
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
理
由
は

類
似
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
『
秘
伝
鈔
』
で
は
、『
御
因
縁
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

「
黒
谷
ノ
大
師
聖
人
」（
法
然
）
の
意
図
と
し
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
記
述
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
、「
月
輪
禅
定
殿
下
」
の
懇
願
通
り
、「
凡
夫
往
生
ノ
正
信

﹇
ヲ
﹈

伝
通（

116
）」

す
る
た
め
に
法
然
の
指
示
に
よ
っ
て
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
と
い
う
こ

と
に
加
え
、「
弥
陀
一
教
ノ
利
物
ヲ
顕
彰
シ
テ
、
一
向
専
修
ヲ
弘
通
シ（

117
）」

よ
う

親
鸞
の
「
妻
帯
」
の
記
述
の
有
無
と
は
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で
あ
る
と
の
立
場

を
と
る
。
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
親
鸞
の
「
妻
」
が
誰
で
あ
れ
、
何
人
で
あ
れ
、

ま
た
親
鸞
伝
が
伝
え
る
内
容
の
、
史
実
と
し
て
の
信
憑
性
は
ど
う
で
あ
れ
、
本

稿
で
は
、
江
戸
期
の
親
鸞
伝
に
お
い
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
は
っ
き
り
と
記
述

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
注
目
し
た
い
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
以
前
に
親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
記
し
た
『
御
因

縁
』
と
『
秘
伝
鈔
』
は
写
本
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
期
に
作
成
さ

れ
た
親
鸞
伝
に
は
こ
の
二
つ
の
親
鸞
伝
に
類
似
し
た
内
容
で
親
鸞
の
「
妻
帯
」

が
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
秘
伝
鈔
』
が
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
親
鸞
「
妻
帯
」
の
記
述
が
江
戸
期
の
親
鸞
伝
で
は
定
着
し
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
宗
祖
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
、
僧
侶
妻
帯
に
対
す
る
規

制
が
厳
し
く
な
っ
た
状
況
下
に
置
か
れ
た
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
重
要
な
事
柄
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

三
　
親
鸞
「
妻
帯
」
の
正
当
性
と
「
妻
帯
の
宗
風
」

三
―
一
　
親
鸞
伝
に
お
け
る
親
鸞
「
妻
帯
」
の
正
当
性

　

し
か
し
た
と
え
親
鸞
が
「
妻
帯
し
た
」
と
い
う
こ
と
が
定
着
し
た
と
し
て
も
、

僧
侶
の
妻
帯
は
幕
府
に
よ
っ
て
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
る
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
く
、
そ
も
そ
も
婬
戒
を
守
る
僧
侶
の
立
場
か
ら
し
て
妻
帯
は
避

け
ら
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
。
よ
っ
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
も
、
単
な
る
破
戒
行



と
い
う
法
然
の
意
図
が
あ
っ
た
と
し
て
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
語
ら
れ

る
。『
秘
伝
鈔
』
に
お
い
て
は
「
妻
帯
」
の
理
由
が
、「
月
輪
禅
定
殿

下
」
の
懇
願
と
、
親
鸞
の
師
匠
で
あ
る
法
然
の
布
教
の
意
図
と
し
て
二

重
に
示
さ
れ
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
、
単
な
る
「
妻
帯
」
や
破
戒
行
為

で
は
な
い
こ
と
が
よ
り
強
調
さ
れ
た
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
『
秘
伝
鈔
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
こ
の

書
物
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
室
町
時
代
初
期
か
ら
は
る
か

に
時
代
の
下
っ
た
江
戸
期
（
一
七
一
六
年
）
で
あ
る
。
本
書
は
「
江
戸

時
代
中
期
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
書
物（

119
）」

と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
刊
行
以
前
は
他
の
書
物
に
「
別
記
」
と
し
て
引
か
れ
た
り
、
跋
文

が
引
用
さ
れ
た
り
し
た
程
度
で
あ
っ
た
が
、
刊
行
後
は
学
僧
の
間
に
一

気
に
広
ま
り
、
各
種
聖
教
目
録
で
言
及
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る（

120
）。

か

な
り
時
代
の
下
っ
て
か
ら
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
刊
行
後
の
学
僧

た
ち
の
反
応
の
大
き
さ
か
ら
、『
秘
伝
鈔
』
で
書
か
れ
た
内
容
が
江
戸

期
に
な
っ
て
重
要
性
を
増
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
秘
伝
鈔
』
で
は
、

親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
な
さ
れ
た
も
の
か
、
ま
た

い
か
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
の
か
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
お
り
、

『
秘
伝
鈔
』
が
江
戸
期
の
真
宗
に
と
っ
て
「
妻
帯
」
の
理
由
を
語
る
に

あ
た
り
重
要
な
書
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、『
照
蒙
記
』
で
は
「
妻
帯
」
の
記
述
の

あ
る
『
御
因
縁
』
を
「
紀キ

シ
ヤ者

サ
ダ
カ
ナ
ラ
ズ
、
実シ

チ
ロ
ク録

ト
ハ
イ
ヒ
カ
タ

表２　親鸞伝における親鸞「妻帯」の理由の記述（118）

書名と作成・刊行年 「妻帯」の理由の記述

『御因縁』 
1288（正応元）年～ 1295（永仁 3）年作成

イマノ法
ホフワウ

皇ハ末
マチタイ

代ノ衆
シュシャウ

生ヲタスケン御タメニ

『秘伝鈔』 
室町時代初期作成、1716（正徳 6）年刊行

イマ月輪ノ禅定殿下ハ末世ノ疑謗ヲ断除シテ、凡夫往生ノ正信［ヲ］伝通
セント欲シテ
黒谷ノ大師聖人ハ弥陀一教ノ利物ヲ顕彰シテ、一向専修ヲ弘通シタマハン
タメニ

『照蒙記』 
1664（寛文 4）年作成・刊行

殿下ノタマハク、シカラハ御弟子ノナカニ一
ヰチシャウフホン

生不犯ノ僧ヲ一
ヰチニン

人タマハリテ

在家ニナシタテマツラバヤトアレハ

『善信聖人報恩抄』 
1687（貞享 4）年作成・刊行

今ノ月輪禅ノ定殿下ハ末世衆生ノ疑謗ヲアハレミ、此ヲ断除シテ凡夫往生
ノ正信ヲ流伝セント欲シテ

偏ニ在家似同ノ宗旨ヲ建
コン

立シ、将来ノ愚迷凡情ヲ導ントノ御事也

黒谷聖人ハ弥陀一教ノ利物ヲアラハシ、一向専修ヲ弘通シタマハンタメニ

『白鳥伝』 
1684 ～ 88（貞享年中）年作成

殿下ノタマハク、シカラハ御弟子ノナカニ一生不犯ノ僧ヲタマハリテ、 
在家ニナシタテマツラハヤトアレハ

『正統伝』  
 1717（享保 2）年作成・刊行

御弟子ノ中ニ於テ一生不犯ノ僧ヲ一人給テ妻帯トナシ、在家往生ノ亀鏡ニ
備ヘン

『正明伝』 
1733（享保 18）年作成・刊行

月
ツキワノテンガ

輪殿下ハ凡夫往生ノ正信ヲ伝
デンヅウ

通セムト欲
ホツ

シテ

大師上人ハ弥陀一教ノ利物ヲ顕
ケンシャウ

彰セムガ為
タメ

ニ



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

顕ケ
ン
シ
ヤ
ウ

彰
セ
ム
ガ
為タ

メ

ニ（
124
）」

と
さ
れ
、
教
え
を
広
め
よ
う
と
す
る
法
然
の
意
図
を
受
け

て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
語
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
親
鸞
「
妻
帯
」
の
理
由
を
「
月
輪
殿
下
」
の
懇
願
に
由
来

し
た
法
然
の
指
示
だ
っ
た
と
す
る
の
は
、『
御
因
縁
』
以
来
の
親
鸞
伝
に
共
通

す
る
記
述
で
は
あ
る
。
し
か
し
時
代
が
下
る
ご
と
に
そ
の
法
然
の
意
図
は
教
え

を
広
め
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
在
家
と
同
じ
よ
う
な
宗
旨
を
建
立
す
る
こ
と
へ

と
移
行
し
、
親
鸞
は
「
妻
帯
」
し
て
そ
の
役
割
を
担
っ
た
と
い
う
の
が
親
鸞
伝

に
お
け
る
表
現
で
あ
る
。

　

ま
た
親
鸞
は
、「
妻
帯
」
の
指
示
に
対
し
て
積
極
的
な
反
応
を
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
様
子
は
表
3
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
る
。

　
「
妻
帯
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
親
鸞
の
反
応
は
、「
親シ

ン
ラ
ン鸞

チ
カ
ラ
オ
ヨ
ハ
ス（

125
）」

や
、「
綽
空
涙
ヲ
流
シ
堅
ク
辞
セ
ラ
ル（

126
）」、「

現ゲ
ン
シ師

ノ
指シ

ジ
ユ授

ナ
レ
バ
チ
カ
ラ
及
タ

マ
ハ
ズ（

127
）」

な
ど
消
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
師
匠
で
あ
る
法
然
の
す
す
め
を
断
れ

ず
に
「
妻
帯
」
し
た
親
鸞
像
が
語
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
伝
に
お
い
て
共
通
し
て

い
る
の
は
、「
妻
帯
」
が
は
じ
め
か
ら
親
鸞
の
意
志
で
は
な
く
、
親
鸞
自
身
は

「
妻
帯
」
を
す
す
め
る
法
然
の
指
示
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で

あ
る
。
衆
生
救
済
の
た
め
の
「
妻
帯
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
破
戒
行
為

と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
師
匠
で
あ
る
法
然
の
指
示
に

よ
っ
て
仕
方
な
く
「
妻
帯
」
し
た
の
で
あ
れ
ば
「
妻
帯
」
の
責
任
は
親
鸞
に
起

因
し
な
い
。
親
鸞
伝
に
お
い
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
、
単
な
る
破
戒
行
為
と
は

区
別
さ
れ
、
衆
生
救
済
を
目
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ（
121
）」

と
し
つ
つ
も
「
シ
カ
レ
ト
モ
書
ノ
趣

キ

ヲ
略
シ
テ
イ
ハ
バ（

122
）」

と
続
け
、『
御

因
縁
』
に
お
け
る
親
鸞
「
妻
帯
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
そ
の
「
妻
帯
」
の
理
由
が

ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
内
容
で
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
代
わ
る
親
鸞
「
妻
帯
」
に

関
す
る
記
述
は
な
い
。
信
憑
性
の
低
い
と
評
価
す
る
親
鸞
伝
を
引
い
て
ま
で
親

鸞
の
「
妻
帯
」
に
つ
い
て
記
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
こ

の
時
期
、
あ
る
程
度
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
こ
の
『
照

蒙
記
』
を
著
し
た
知
空
は
、『
真
宗
肉
食
妻
帯
弁
』
に
お
い
て
も
親
鸞
が
「
妻

帯
」
し
た
際
の
様
子
を
記
し
て
お
り
、
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
の
正
当
性
を
、

宗
祖
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に
よ
っ
て
主
張
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
善
信
聖
人
報
恩
抄
』
に
い
た
る
と
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
理
由

は
「
偏
ニ
在
家
似
同
ノ
宗
旨
ヲ
建コ

ン

立
シ
、
将
来
ノ
愚
迷
凡
情
ヲ
導
ン
ト（

123
）」

と
表

現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
凡
夫
の
往
生
を
伝
通
し
た
り
、
法
然
の
「
一
向
専
修
」
を

広
め
た
り
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
の
親
鸞
伝
に
お
い
て
語
ら
れ
て

き
た
目
的
と
は
や
や
異
な
り
、「
在
家
似
同
じ
ノ
宗
旨
」
を
「
建
立
」
す
る
と

い
う
一
つ
の
宗
派
の
起
こ
り
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
そ
れ
ま

で
の
親
鸞
伝
で
は
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
が

「
妻
帯
」
し
た
こ
と
を
「
宗
風
」
へ
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

ま
た
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
理
由
は
、
ほ
ぼ
同
時
に
作
成
さ
れ
た
『
白
鳥
伝
』

と
、
そ
の
後
作
成
さ
れ
た
『
正
統
伝
』
に
お
い
て
も
、
衆
生
救
済
を
目
的
と
し

た
法
然
の
指
示
と
し
て
記
述
さ
れ
る
が
、『
正
明
伝
』
に
い
た
る
と
、「
妻
帯
」

の
理
由
が
月
輪
殿
下
の
懇
願
に
加
え
、「
大
師
上
人
ハ
弥
陀
一
教
ノ
利
物
ヲ



「
妻
帯
」
の
根
拠
が
主
張
で
き
る
か
ど
う
か
が
教
団
に
と
っ
て
重
要
と
な
っ
て

く
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
一
七
九
六
（
寛
政
八
）
年
に
お
け
る
京
都
所
司
代

宛
の
西
本
願
寺
の
回
答（

130
）で

は
、
妻
帯
の
「
宗
風
」
の
根
拠
は
宗
祖
親
鸞
が
「
妻

帯
」
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
に
依
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
現
在
確
認
で
き
る
記
録
の
中
に
は
、
親
鸞
に
よ
る
自
身
の
「
妻

帯
」
に
対
す
る
言
及
や
、「
妻
帯
」
の
「
宗
風
」
と
い
っ
た
も
の
に
関
す
る
言

葉
は
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
妻
帯
の
宗
風
」
の
根
拠
と
さ
れ
る
親
鸞
「
妻

帯
」
は
、「
親
鸞
伝
絵
」
や
『
御
伝
鈔
』
で
は
な
く
、
親
鸞
伝
に
お
い
て
語
ら

れ
る
出
来
事
で
あ
る
。
で
は
、「
妻
帯
の
宗
風
」
に
関
し
て
、
親
鸞
伝
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

親
鸞
伝
に
お
け
る
「
妻
帯
の
宗
風
」
に
関
す
る
言
及
は
、
表
4
の
通
り
で
あ

る
。

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
親
鸞
「
妻
帯
」
の
記
述
の
あ
る
最
古
の

親
鸞
伝
で
あ
る
『
御
因
縁
』
で
は
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
「
妻
帯
」
の
き
っ
か
け
は
「
月
輪
法
皇
」
の
懇
願
で
あ
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
の
後
の
親
鸞
伝
に
共
通
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
「
宗
風
」
と
し
て
の
「
妻
帯
」
に
関
す
る
記
述
は
、
作
成
時

期
の
早
い
『
御
因
縁
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

そ
れ
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
江
戸
期
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
秘
伝

鈔
』
以
降
で
あ
る
。『
秘
伝
鈔
』
で
は
、「
在
家
修
行
ノ
先
達
ト
ナ
シ
タ
テ
マ
ツ

リ
給
ヘ
リ（

131
）」

と
い
う
文
言
が
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
然
が
「
一
向
専
修
ヲ
弘

　

し
か
し
そ
れ
の
み
で
は
、

親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
浄
土
真

宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
の
起

源
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

宗
祖
で
あ
る
親
鸞
が
「
妻

帯
」
し
、
そ
う
す
る
だ
け
の

正
当
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、
次
に
必
要
な
の
は

親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
浄
土
真

宗
の
「
宗
風
」
の
起
源
に
結

び
つ
け
る
よ
う
な
記
述
で
あ

る
。

三
―
二

　
親
鸞
伝
に
お
け
る
「
宗
風
」
と
し
て
の
「
妻
帯
」

　

江
戸
幕
府
が
一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
に
各
寺
・
各
派
に
対
し
て
共
通
に
発

布
し
た
「
諸
宗
寺
院
下
知
状
」
で
は
、
僧
侶
の
女
犯
・
妻
帯
に
関
し
て
「
他
人

者
勿
論
、
親
類
之
好
雖
レ

有
レ

之
、
寺
院
坊
舎
女
人
不
レ

可
レ

抱
二

置
之
一

、
但
、
有

来
妻
帯
者
可
レ

為
二

各
別
一

事（
129
）」

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、「
妻
帯
」
が

「
宗
風
」
で
あ
る
宗
派
は
規
制
対
象
外
と
な
っ
て
お
り
、「
宗
風
」
と
し
て
の

表３　親鸞伝における「妻帯」に対する親鸞の反応の描写（128）

書名 「妻帯」に対する親鸞の反応

『御因縁』  親
シンラン

鸞チカラオヨハス

『秘伝鈔』  親鸞チカラ及ヒタマハス

『照蒙記』  善信上人ナミダヲナガシ、カタク辞シ玉フ

『善信聖人報恩抄』

『白鳥伝』  聖人ハフカク辞シ玉フ

『正統伝』  綽空涙ヲ流シ堅ク辞セラル

『正明伝』
 綽空ハ胸

ムネ
ウチサワギ、仕

シナシ
成タル世

ヨノナカ
中ヤト片

カタハラ
腹イタク思

ヲボシメセ
召ドモ、

現
ゲンシ

師ノ指
シジュ

授ナレバチカラ及タマハズ



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

通
」
す
る
た
め
に
親
鸞
に
「
妻
帯
」
さ
せ
た
と
い
う
理
由
に
加
え
、
親
鸞

に
「
妻
帯
」
さ
せ
て
「
在
家
修
行
ノ
先
達
」
と
し
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
な
り
、「
妻
帯
」
す
る
在
家
と
同
じ
生
活
を
し
つ
つ
修
行
す
る
と
い

う
新
し
い
立
場
に
親
鸞
が
立
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
へ
と
変

化
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

ま
た
江
戸
期
に
入
っ
て
作
成
・
刊
行
さ
れ
た
『
照
蒙
記
』
で
は
、
親
鸞

が
受
け
た
夢
告
に
つ
い
て
「
在
家
修
行
ノ
先
達
ト
ナ
リ
玉
フ
ヘ
キ
標
相
ナ

リ（
133
）」

と
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
夢
告
は
救
世
菩
薩
が
女
と
な
っ
て
犯
さ
れ
、

親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
て
在
家
修
行
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
る
。

「
親
鸞
伝
絵
」
に
お
い
て
親
鸞
は
、「
行
者
宿
報
設
女
犯　

我
成
玉
女
身
被

犯　

一
生
之
間
能
荘
厳　

臨
終
引
導
生
極
楽

文

」
お
よ
び
「
救
世
菩
薩
善

信
に
の
た
ま
わ
く
、
こ
れ
は
こ
れ
わ
が
誓
願
な
り
。
善
信
こ
の
誓
願
の
旨

趣
を
宣
説
し
て
一
切
群
生
に
聞
し
む
べ
し
と
云
々（

134
）」

と
い
う
夢
告
を
受
け

た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
夢
告
の
登
場
す
る
「
親
鸞
伝
絵
」
自
体
に
は

親
鸞
の
「
妻
帯
」
の
描
写
は
な
く
、
こ
の
夢
告
と
親
鸞
の
「
妻
帯
」
と
の

関
係
も
曖
昧
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
照
蒙
記
』
で
は
、
こ
の
夢
告
が
、
親

鸞
が
後
に
「
妻
帯
」
し
て
「
在
家
修
行
ノ
先
達
ト
ナ
」
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
夢
告
の
後
半
で
は
、
親
鸞
は
こ
の
誓
願
を
一
切
衆
生
に
聞
か
せ
る

よ
う
に
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
平
の
指
摘
の
よ
う
に
、
親
鸞
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

女
犯
の
許
可
の
話
を
聞
か
ず
と
も
、
民
衆
は
妻
帯
し
家
族
を
持
っ
て
い
る

書名と作成・刊行年 「妻帯の宗風」に関する記述

『御因縁』 
1288（正応元）年～ 1295（永仁 3）年作成

『秘伝鈔』 
室町時代初期作成、1716（正徳 6）年刊行

アタラシクモ相承神足ノ御弟子ヲ落シテ、在家修行ノ先達トナシタテマツリ
給ヘリ

『照蒙記』 
1664（寛文 4）年作成・刊行

今白衲百
ヒャクケ

華ヲ示現シ玉フコトハ、我成玉女身被犯ノ化儀ヲシメサルヽ 徴
テウ

ナリ

在家修行ノ先達トナリ玉フヘキ標相ナリ

『善信聖人報恩抄』 
1687（貞享 4）年作成・刊行

偏ニ在家似同ノ宗旨ヲ建
コン

立シ、将来ノ愚迷凡情ヲ導ントノ御事也

黒谷聖人ハ弥陀一教ノ利物ヲアラハシ、一向専修ヲ弘通シタマハンタメニ、 
新敷モ相承神足ノ御弟子ヲ命シテ、在家修行ノ先達トナシタマヘル

『白鳥伝』 
1684 ～ 88（貞享年中）年作成

ソレヨリコノ在家一同ノ宗旨ヲヒラキ玉ヒテ、末世衆生ノ行状ヲシメサセラ
レ、凡夫直入ノ手鏡トナラセラレ 
在家止住ノモノヽ疑ヲハラサセラレレタ

『正統伝』 
1717（享保 2）年作成・刊行

文ノ意ハ、行者宿報トシテモシ妻帯ノ宗風ヲ弘メハ、吾女身ヲ現シ妻トナリ
テ是ヲ始ムヘシ
夫肉食妻帯ハ諸仏ノ通戒、釈氏ノ定制也。所以ニ天竺震旦イマタ是宗風アル
コトヲ不聞、ヒトリ我祖ノ遺弟天下ニ充満ス

是時ヨリ祖師始テ受妻ノ身トナリタマヘリ

『正明伝』 
1733（享保 18）年作成・刊行

大師上人ハ弥陀一教ノ利物ヲ顕
ケンシャウ

彰セムガ為
タメ

ニ、相
サウザウジンソク

承神足ノ高
カウテイ

弟ヲオトシテ、
在
ザイケシュギャウ

家修行ノ先
センダツ

達ニソナヘタマヘリ

表４　親鸞伝における「妻帯の宗風」に関する記述（132）



か
る
。

　

さ
ら
に
『
正
統
伝
』
に
い
た
る
と
、「
宗
風
」
と
し
て
「
妻
帯
」
に
関
す
る

記
述
が
多
く
な
り
、
ま
た
詳
し
く
な
る
。
先
の
『
照
蒙
記
』
で
は
、
親
鸞
の
受

け
た
夢
告
を
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
「
在
家
修
行
ノ
先
達
ト
ナ
」
る
こ
と
を
示

唆
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
『
正
統
伝
』
で
は
、「
文
ノ

意
ハ
、
行
者
宿
報
ト
シ
テ
モ
シ
妻
帯
ノ
宗
風
ヲ
弘
メ
ハ
、
吾
女
身
ヲ
現
シ
妻
ト

ナ
リ
テ
是
ヲ
始
ム
ヘ
シ（

138
）」

と
記
さ
れ
、
夢
告
が
そ
の
ま
ま
「
妻
帯
ノ
宗
風
ヲ
弘

メ
」
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
へ
と
直
結
し
、「
妻
帯
ノ
宗
風
」
の
起
源
を
よ
り

強
調
す
る
記
述
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
が
受
け
た
夢
告
は
、
宿
報
の
た
め
に
た
と
え
女
犯
を
し
て
し
ま
っ
た
と

し
て
も
一
生
の
間
荘
厳
し
て
極
楽
へ
往
生
さ
せ
よ
う
と
告
げ
、
こ
の
誓
願
を
一

切
衆
生
へ
説
き
聞
か
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
告
は
「
妻
帯
の
宗

風
」
に
つ
い
て
告
げ
た
も
の
、
ま
し
て
や
「
妻
帯
ノ
宗
風
ヲ
弘
メ
」
よ
と
い
う

も
の
で
は
な
く
、
救
世
観
音
が
親
鸞
の
「
妻
」
と
な
っ
て
「
妻
帯
ノ
宗
風
」
を

「
始
ム
」
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
夢
告
か
ら
「
宗
風
」
と
し
て
の
「
妻

帯
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
正
統
伝
』
で
は

「
妻
帯
の
宗
風
」
の
起
源
と
し
て
、
夢
告
の
読
み
替
え
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
本
書
で
は
親
鸞
の
「
妻
」
と
な
っ
た
玉
日
を
「
変
現
ノ
賢
婦
也（

139
）」

と
し
、
救
世
菩
薩
の
化
身
と
は
っ
き
り
示
す
こ
と
で
、
夢
告
と
「
妻
帯
」
と
を

よ
り
結
び
つ
け
て
い
る
。

　
『
正
統
伝
』
で
は
さ
ら
に
、「
妻
帯
」
や
「
肉
食
」
と
い
っ
た
、
他
の
宗
派
と

た
め
妻
帯
の
許
可
の
伝
導
は
無
意
味（

135
）で

あ
っ
て
、
こ
の
夢
告
が
新
た
な
宗
教
思

想
の
啓
示
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
の
夢
告
は
親
鸞
に
対
し
て
「
妻
帯
」
せ
よ
と
告
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

在
家
修
行
の
先
達
と
な
れ
と
す
す
め
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
夢
告
は
あ

く
ま
で
、
た
と
え
女
犯
を
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
極
楽
へ
往
生

さ
せ
る
と
い
う
救
世
菩
薩
の
誓
願
を
、
一
切
衆
生
に
説
き
聞
か
せ
る
よ
う
に
と

告
げ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
『
善
信
聖
人
報
恩
抄
』
で
は
、『
秘
伝
鈔
』
と
内
容
も
類
似
し
て
お

り
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
す
る
こ
と
で
「
在
家
修
行
ノ
先
達
」
に
な
っ
た
と
い
う

点
は
同
じ
で
は
あ
る
が
、
は
っ
き
り
と
「
偏
ニ
在
家
似
同
ノ
宗
旨
ヲ
建コ

ン

立
シ（

136
）」

と
の
文
言
が
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
て
「
在
家
修
行
ノ
先

達
」
と
な
り
、
か
つ
「
在
家
似
同
ノ
宗
旨
ヲ
建
立
」
す
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
展
開
さ
れ
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
、
在
家
と
同
じ
よ
う
に
生
活
し
修
行
す
る

一
つ
の
「
宗
旨
」
建
立
の
契
機
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
記
述
は
そ
れ
ま
で
の
親
鸞
伝
に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
作

成
さ
れ
た
『
白
鳥
伝
』
に
も
、「
ソ
レ
ヨ
リ
コ
ノ
在
家
一
同
ノ
宗
旨
ヲ
ヒ
ラ
キ

玉
ヒ
テ（

137
）」

と
の
文
言
が
見
ら
れ
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
こ
と
に
よ
る
「
在
家

一
同
ノ
宗
旨
」
の
始
ま
り
が
語
ら
れ
て
い
く
。
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
て
以
来
、

「
在
家
一
同
ノ
宗
旨
ヲ
ヒ
ラ
キ
」
と
い
う
文
言
は
、
親
鸞
を
真
宗
の
「
妻
帯
の

宗
風
」
の
起
源
と
し
て
明
確
に
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
伝
に
お
い

て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
、「
宗
風
」
の
起
源
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
わ



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

　

本
稿
は
、
親
鸞
自
身
の
言
葉
や
「
親
鸞
伝
絵
」、
そ
し
て
『
御
伝
鈔
』
の
中

に
は
登
場
し
な
い
親
鸞
の
「
妻
帯
」
と
い
う
出
来
事
が
、
江
戸
期
の
親
鸞
伝
に

お
い
て
は
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
考
察
を
行
っ
た
。
江
戸
期

は
幕
府
に
よ
っ
て
僧
侶
の
女
犯
や
妻
帯
の
厳
罰
化
が
進
め
ら
れ
た
時
期
で
も
あ

る
が
、
浄
土
真
宗
が
「
宗
風
」
を
理
由
に
妻
帯
を
許
可
さ
れ
て
い
た
時
期
で
も

あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
時
代
に
刊
行
・
作
成
さ
れ
た
親
鸞
伝
の
記
述
に
注
目
し
、

浄
土
真
宗
に
お
い
て
「
妻
帯
の
宗
風
」
が
い
か
に
確
立
し
た
の
か
を
考
察
し
た
。

　

江
戸
期
以
前
に
親
鸞
の
「
妻
帯
」
を
記
し
た
『
御
因
縁
』
と
『
秘
伝
鈔
』
は
、

写
本
が
少
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
親
鸞
の
「
妻
帯
」
の

記
述
は
江
戸
期
の
お
よ
そ
ど
の
親
鸞
伝
に
も
見
ら
れ
、
そ
の
内
容
も
類
似
し
て

い
る
。『
秘
伝
鈔
』
が
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
親
鸞
「
妻
帯
」
の
記
述
が
江
戸
期
の
親
鸞
伝
で
は
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
江
戸
期
の
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
重
視
す
べ
き
事

柄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
親
鸞
伝
に
お
い
て
定
着
し
た
と
し
て
も
、
僧
侶
の

妻
帯
は
幕
府
に
よ
っ
て
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

く
、
そ
も
そ
も
婬
戒
を
守
る
僧
侶
の
立
場
か
ら
し
て
妻
帯
は
避
け
る
べ
き
行
為

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
単
な
る
破
戒
行
為
で
は
な
く
、
破

は
異
な
る
浄
土
真
宗
の
「
宗
風
」
の
特
異
性
を
強
調
す
る
記
述
が
加
わ
る
。
こ

の
記
述
に
よ
り
浄
土
真
宗
は
、「
天
竺
震
旦
」
に
も
存
在
し
な
い
、
妻
帯
や
肉

食
を
「
宗
風
」
と
す
る
独
自
な
宗
派
と
し
て
差
別
化
さ
れ
る
。『
正
統
伝
』
は
、

妻
帯
を
「
宗
風
」
と
し
て
明
示
し
、
そ
の
独
特
な
習
慣
の
起
源
が
、
親
鸞
の

「
妻
帯
」
に
あ
り
、
そ
の
根
拠
を
親
鸞
が
受
け
た
夢
告
に
求
め
て
い
る
。

　

同
じ
作
者
に
よ
る
『
正
明
伝
』
に
も
、「
在
家
修
行
の
先
達
」
と
の
文
言
が

あ
り
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
、「
在
家
修
行
の
先
達
」
と
し
て
法
然
が
命
じ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
「
妻
帯
」
は
親
鸞
が
受
け
た
夢
告
を
引
き
合
い
に
し

て
「
宗
風
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。『
正
統
伝
』
と
『
正
明
伝
』
は
刊
行
後

に
社
会
へ
与
え
た
影
響
が
大
き
く
、
こ
れ
以
降
の
親
鸞
伝
で
こ
の
二
つ
の
親
鸞

伝
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い（

140
）と

さ
れ
る
。
浄
土
真
宗
の

「
妻
帯
の
宗
風
」
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
二
つ
の
親
鸞
伝
の
完
成
に

よ
り
一
つ
の
型
と
し
て
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
親
鸞
伝
に
お
い
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
「
妻
帯
の
宗
風
」
の
起

源
と
し
て
記
述
さ
れ
た
の
は
、
僧
侶
の
妻
帯
が
厳
し
く
処
罰
さ
れ
て
い
た
時
期

で
あ
り
、
ま
た
浄
土
真
宗
僧
侶
の
妻
帯
が
規
制
対
象
外
と
な
っ
て
い
た
時
期
で

も
あ
る
。
一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
に
「
諸
宗
寺
院
下
知
状
」
が
発
布
さ
れ
、

『
正
統
伝
』
や
『
正
明
伝
』
が
作
成
さ
れ
た
時
代
に
妻
帯
を
し
た
僧
が
処
罰
さ

れ
て
い
た
実
例
も
あ
る
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て
「
妻
帯
の
宗
風
」
が
強
調
さ
れ

た
の
は
、
僧
侶
妻
帯
へ
の
罰
則
が
厳
し
い
情
勢
下
で
の
裏
返
し
の
現
象
で
あ
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。



侶
の
妻
帯
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
時
期
と
も
重
な
る
。「
諸
宗
寺
院
法
度
」

に
よ
っ
て
江
戸
幕
府
の
寺
院
統
制
策
は
、
各
寺
・
各
派
を
対
象
と
し
た
個
別
的

統
制
か
ら
画
一
的
統
制
へ
と
移
行
し
た
。
僧
侶
妻
帯
の
厳
罰
化
に
よ
っ
て
各
宗

派
の
僧
侶
た
ち
は
処
罰
を
受
け
た
が
、
そ
の
よ
う
な
規
制
の
中
で
あ
っ
て
も
僧

侶
の
妻
帯
は
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
フ
ィ
ー（

141
）の

指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
に
対
す
る
幕
府
の
公
認
は
、
僧
侶
と
し
て
風
紀

と
戒
律
の
遵
守
を
求
め
ら
れ
て
い
た
他
宗
僧
侶
た
ち
の
多
大
な
嫉
妬
と
不
満
と

を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
に
は
真
宗
教
学
者
た
ち
に
よ
っ
て

多
く
の
妻
帯
論
が
展
開
さ
れ
、
妻
帯
と
い
う
特
異
な
「
宗
風
」
に
関
す
る
弁
明

が
な
さ
れ
て
い
く
。

　

一
方
親
鸞
伝
に
お
い
て
は
、
宗
祖
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
と
い
う
こ
と
が
固

定
化
さ
れ
、
そ
の
正
当
性
、
そ
し
て
そ
れ
が
浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
の

起
源
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
親
鸞
伝
に
お
け
る
、「
妻

帯
の
宗
風
」
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
固
定
化
と
特
異
な
「
宗
風
」
の
強
調
は
、

僧
侶
妻
帯
の
厳
罰
化
と
い
う
情
勢
の
中
で
の
裏
返
し
の
現
象
で
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　

た
と
え
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
は
浄
土

真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
に
は
直
結
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
親
鸞
伝
に

お
い
て
宗
祖
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
次
第
に
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
妻
帯
の
宗

風
」
の
起
源
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。
江
戸
期
の
親
鸞
伝
に
お
け
る
「
妻
帯
し

た
親
鸞
」
像
の
定
着
と
、「
妻
帯
の
宗
風
」
の
起
源
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

戒
し
て
ま
で
な
す
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
と
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

親
鸞
伝
の
記
述
に
お
い
て
は
、
親
鸞
が
「
妻
帯
」
し
た
理
由
は
衆
生
救
済
を

目
的
と
し
た
法
然
の
指
示
と
さ
れ
、
そ
の
指
示
に
対
し
て
消
極
的
な
親
鸞
像
が

描
か
れ
て
い
た
。
衆
生
救
済
の
た
め
の
「
妻
帯
」
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
単
な
る
破

戒
行
為
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
師
匠
で
あ
る
法
然
の
指
示
に

よ
っ
て
仕
方
な
く
「
妻
帯
」
し
た
の
で
あ
れ
ば
「
妻
帯
」
の
責
任
は
親
鸞
に
は

な
い
。
親
鸞
伝
に
お
い
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
は
、
単
な
る
破
戒
行
為
と
は
区
別

さ
れ
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
宗
風
」
を
理
由
に
妻
帯
を
許
可
さ
れ
て
い
た
浄
土
真
宗
に
と
っ
て

次
に
重
要
な
点
は
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
「
妻
帯
の
宗
風
」
の
起
源
で
あ
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。「
妻
帯
の
宗
風
」
に
関
す
る
記
述
は
、
成
立
時
期
の
早
い

『
御
因
縁
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
江
戸
期
の
親
鸞
伝
に
お
い
て
は
親
鸞
の

「
妻
帯
」
が
、
在
家
と
同
じ
よ
う
に
生
活
し
修
行
す
る
一
つ
の
「
宗
旨
」
の
始

ま
り
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
く
。
親
鸞
伝
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
「
宗

風
」
と
し
て
「
妻
帯
」
を
記
述
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
ま
た
詳
し
く
な
っ
て

い
く
。
妻
帯
を
浄
土
真
宗
の
「
宗
風
」
と
し
て
明
示
し
、
そ
の
独
特
な
習
慣
の

起
源
は
、
親
鸞
の
「
妻
帯
」
に
あ
り
、
親
鸞
が
受
け
た
夢
告
を
そ
の
根
拠
と
し

て
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
妻
帯
の
宗
風
」
に
関
す

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
一
つ
の
型
と
し
て
完
成
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
伝
に
お
い
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
が
「
宗
風
」
の
起
源
と

し
て
記
述
さ
れ
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
完
成
さ
れ
た
時
期
は
、
江
戸
幕
府
が
僧



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

註（
1
）　

た
と
え
ば
、
赤
松
俊
秀
『
親
鸞
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
）、
松
尾
剛
次
『
親

鸞
再
考
―
―
僧
に
あ
ら
ず
、
俗
に
あ
ら
ず
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
一
〇
年
）
な

ど
。

（
2
）　
「
親
鸞
伝
絵
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
最
も
早
く
作
成

さ
れ
た
も
の
は
、本
願
寺
第
三
世
覚
如
の
ま
と
め
た
『
善
信
聖
人
絵
』
で
、一
二
九
五
（
永

仁
三
）年
十
月
十
二
日
の
奥
書
が
あ
る
。
覚
如
の
在
世
中
だ
け
で
も
五
本
の「
親
鸞
伝
絵
」

が
あ
り
、「
親
鸞
伝
絵
」
の
詞
書
部
分
の
み
を
集
め
た
「
御
伝
鈔
」
も
何
本
か
伝
わ
っ
て

い
る
。
詳
し
く
は
、
小
山
正
文
「
真
宗
絵
巻
・
絵
詞
の
成
立
と
展
開
」（
大
系
真
宗
史
料

刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

特
別
巻 

絵
巻
と
絵
詞
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
六
年
、

二
一
九
〜
二
四
八
頁
）。
し
か
し
、
現
在
確
認
で
き
る
「
親
鸞
伝
絵
」
と
「
御
伝
鈔
」
に

お
い
て
親
鸞
の
「
妻
帯
」
や
「
妻
」
に
関
す
る
描
写
は
な
い
。

（
3
）　

塩
谷
菊
美
『
語
ら
れ
た
親
鸞
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
、
八
一
頁
）。

（
4
）　

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
四
月
二
十
五
日
、「
自
今
僧
侶
肉
食
妻
帯
蓄
髪
等
可
為
勝
事
」

と
の
太
政
官
布
告
（
第
百
三
十
三
号
）
が
出
さ
れ
た
。

（
5
）　

江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
呼
称
は
「
一
向
宗
」
だ
が
、
本
稿
で
は
「
浄
土
真
宗
」

の
呼
称
を
用
い
る
。

（
6
）　

前
掲
註
（
3
）。

（
7
）　Phan, T

hi T
hu G

iang

「
近
世
浄
土
真
宗
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
論
―
―
そ
の
人
間

観
と
仏
教
観
」（『
奈
良
女
子
大
学
研
究
科
年
報
』
二
十
号
、
二
〇
〇
四
年
、
四
〇
二
〜

四
一
二
頁
）。

（
8
）　Jaffe, M

 Richard. 2001. 

“Neither M
onk nor Laym

an: clerical m
arriage in 

M
odern Japanese Buddhism

.

” Princeton U
niversity Press, N

ew
 Jersey.

（
9
）　

平
雅
行
『
歴
史
の
な
か
に
見
る
親
鸞
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
、
五
八
頁
）。

（
10
）　

赤
松
、
松
尾
、
前
掲
註
（
1
）。

（
11
）　

出
家
僧
の
守
る
べ
き
二
五
〇
戒
（
具
足
戒
）
か
ら
す
れ
ば
、
女
性
と
の
一
切
の
性
的

関
係
を
禁
じ
た
婬
戒
は
最
も
重
い
禁
止
事
項
で
、
違
反
者
は
波
羅
夷
罪
と
し
て
サ
ン
ガ

完
成
は
、
浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
の
確
立
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
重
要

な
動
き
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
は
、
僧
侶
の
妻
帯
を
処
罰
し
た
記
録
の
時
期
と
、
刊
行
以
降
の
影
響

力
の
大
き
さ
か
ら
『
正
統
伝
』
と
『
正
明
伝
』
の
完
成
を
以
て
江
戸
期
の
親
鸞

伝
の
分
析
に
区
切
り
を
つ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
の
社
会
情
勢
の
考
察
と
親

鸞
伝
の
記
述
の
分
析
に
よ
っ
て
も
な
ん
ら
か
の
成
果
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
こ
の
時
代
の
法
規
制
の
個
別
の
性
格
を
考
慮
し
つ
つ
、
よ
り
詳
細
な

分
析
を
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
十
五
世
紀
（
室
町
中
期
以
降
）
に
、
親
鸞
伝
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
親

鸞
伝
の
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
の
時
代
を
塩
谷
は
「
物
語
不
在
の
時
代（

142
）」

と
呼
ぶ

が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
親
鸞
を
語
る
必
要
が
な
か
っ
た
時
代
と
も
い
え
る
。

親
鸞
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
と
、
そ
う
で
な
い
時
代
と
の
間
に
は
、

ど
の
よ
う
な
背
景
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
親
鸞
が
「
在
家
修

行
の
先
達
」
と
な
っ
て
「
在
家
似
同
ノ
宗
旨
ヲ
建コ

ン

立
シ（

143
）」

た
な
ら
、
親
鸞
の
後

の
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
「
寺
」
や
「
僧
」
と
は
ど
う
い
う
存
在
だ
っ
た
の
か
と

い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
在
家
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、
寺
や
僧
の
存
在
は
不
自
然
な

は
ず
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
は
そ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
か
。

　

宗
祖
で
あ
る
親
鸞
の
生
涯
や
姿
勢
が
、
社
会
情
勢
や
教
団
の
立
場
に
よ
り
い

か
に
作
成
・
使
用
さ
れ
た
か
、
ま
た
各
時
代
の
状
況
下
に
お
け
る
浄
土
真
宗
教

団
の
態
度
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



千
葉
乗
隆
（「
近
世
篇 

第
一
章 

政
治
と
仏
教
」
圭
室
諦
成
監
修
『
日
本
仏
教
史 

近
世
近

代
篇
』
法
蔵
館
、
一
九
六
七
年
、
四
五
〜
四
六
頁
）
も
同
様
で
あ
る
。

（
20
）　Phan, T
hi T

hu Giang

『
日
本
仏
教
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
問
題
に
つ
い
て
―
―
そ
の

実
態
の
歴
史
的
変
化
と
思
想
的
特
徴
』（
奈
良
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
博
士

論
文
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
〜
二
〇
頁
）。

（
21
）　

司
法
省
大
臣
官
房
庶
務
課
編
『
徳
川
禁
令
考 

前
集
第
五
巻
』（
創
文
社
、一
九
七
八
年
）。

（
22
）　

同
右
、
三
三
頁
。

（
23
）　

同
右
、
三
二
頁
。

（
24
）　

同
右
、
四
四
頁
。

（
25
）　

同
右
、
五
八
頁
。

（
26
）　

同
右
、
四
九
頁
。

（
27
）　

司
法
省
大
臣
官
房
庶
務
課
編
『
徳
川
禁
令
考 

後
聚
巻
二
三
』（
司
法
省
、
一
八
七
八
〜

一
八
九
〇
年
、
三
〜
五
頁
）、
西
暦
は
大
澤
補
足
。

（
28
）　Phan

、
前
掲
註
（
20
）、
二
五
〜
二
六
頁
。

（
29
）　

神
宮
司
庁
編
『
古
事
類
苑 

法
律
部
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
九
七
二
頁
）。

（
30
）　

国
書
刊
行
会
編
『
月
堂
見
聞
集 

第
二
巻
』（
国
書
刊
行
会
、一
九
一
二
〜
一
九
一
三
年
）。

（
31
）　

藤
沢
衛
彦
『
閣
老
安
藤
対
馬
守
』（
有
隣
洞
書
屋
、
一
九
一
四
年
）。

（
32
）　

同
右
。

（
33
）　

神
宮
司
庁
編
『
古
事
類
苑 

宗
教
部
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
、
六
九
六
頁
）。

（
34
）　

三
田
村
鳶
魚
校
註
『
文
化
秘
筆
』（
隣
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）。

（
35
）　Jaffe

、
前
掲
註
（
8
）、
二
三
〜
二
五
頁
。

（
36
）　

千
葉
乗
隆
（「
近
世
篇 

第
一
章 

政
治
と
仏
教
」
圭
室
諦
成
監
修
『
日
本
仏
教
史 

近
世

近
代
篇
』
法
蔵
館
、
一
九
六
七
年
、
四
六
頁
）。

（
37
）　

文
部
省
宗
教
局
編
『
江
戸
時
代
宗
教
法
令
集 

第
十
六
輯
』（
原
書
房
、
一
九
七
七
年
、

一
〇
一
頁
）。

（
38
）　

平
田
厚
志
「
学
僧
著
述
の
真
宗
倫
理
書
」『
大
系
真
宗
史
料 

文
書
記
録
編 

一
五 

近
世

倫
理
書
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
、
四
二
九
頁
）。

（
出
家
者
の
集
団
）
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
婬
戒
に
は
、「
若
比
丘
共
諸
比
丘
同
学
戒
法
、

戒
羸
不
捨
、
行
婬
法
乃
至
共
畜
生
、
是
比
丘
得
波
羅
夷
不
共
住
」（
長
井
真
琴
『
戒
律
の

根
本
（
比
丘
波
羅
提
木
叉
）』
国
書
刊
行
会
、
一
九
二
九
年
、
三
頁
）
と
あ
る
。

（
12
）　
「
僧
尼
令
」
の
第
十
一
条
に
は
、「
凡
寺
僧
房
停
婦
女
、
尼
房
停
男
夫
、
経
一
泊
以
上
、

其
所
由
人
、
十
日
苦
使
、
五
日
以
上
、
三
十
日
苦
使
、
十
日
以
上
百
日
苦
使
、
三
綱
知

而
聴
者
、
同
所
由
人
罪
」（
黒
田
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
第
二
三 

令
集
解 

前
編
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
と
あ
る
。

（
13
）　

喜
田
貞
吉
「
肉
食
妻
帯
宗
の
研
究
」（『
歴
史
地
理
』
四
十
七
巻
一
号
、
一
九
二
六
年
）。

（
14
）　

平
、
前
掲
註
（
9
）、
五
八
頁
。

（
15
）　

実
子
に
よ
る
相
続
の
実
例
はPhan
が
『
日
本
仏
教
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
問
題
に
つ

い
て
―
―
そ
の
実
態
の
歴
史
的
変
化
と
思
想
的
特
徴
』（
奈
良
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文

化
研
究
科
博
士
論
文
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
〜
一
四
頁
）
に
お
い
て
『
尊
卑
分
脈
』
を

元
に
整
理
し
て
い
る
。

（
16
）　

ま
た
石
田
瑞
麿
『
女
犯

―
聖
の
性
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
）
は
、
僧
の
女
犯

の
例
を
通
史
的
に
整
理
し
、
中
世
で
は
僧
の
女
犯
が
日
常
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

（
17
）　

平
、
前
掲
註
（
9
）、
五
六
頁
。

（
18
）　

辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史 

第
七
巻 

近
世
編
之
一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、

三
二
六
頁
お
よ
び
三
三
〇
〜
三
三
一
頁
）。

（
19
）　

圭
室
文
雄
『
日
本
人
の
行
動
と
思
想
十
六 

江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
』（
評
論
社
、

一
九
七
一
年
、
二
〇
頁
）。
圭
室
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
日
蓮
宗
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
宗

不
受
不
施
派
と
の
か
ね
て
か
ら
の
争
論
が
そ
の
原
因
に
あ
り
、
民
衆
の
支
持
す
る
宗
派

に
対
し
て
幕
府
が
慎
重
で
あ
っ
た
点
を
挙
げ
る
。
ま
た
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
は
、
徳
川

家
康
が
岡
崎
時
代
に
同
教
団
に
苦
し
め
ら
れ
、
そ
の
実
態
を
知
っ
て
い
た
た
め
早
急
に

法
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
宗
派
が
民
衆
に
広

く
浸
透
し
て
お
り
、
そ
の
動
向
は
政
治
勢
力
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
江
戸

初
期
に
お
い
て
は
確
固
た
る
両
宗
対
策
が
出
来
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
、



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

（
60
）　Jaffe

、
前
掲
註
（
8
）、
四
二
頁
。

（
61
）　Phan

、
前
掲
註
（
7
）、
四
〇
七
頁
。

（
62
）　Phan

、
前
掲
註
（
7
）、
四
〇
五
頁
。

（
63
）　

平
田
、
前
掲
註
（
38
）、
四
三
六
〜
四
三
七
頁
。

（
64
）　Jaffe

、
前
掲
註
（
8
）、
三
五
頁
。

（
65
）　Jaffe

、
前
掲
註
（
8
）、
四
二
〜
三
四
頁
。

（
66
）　

本
書
の
奥
書
に
は
、
一
二
九
五
（
永
仁
三
）
年
十
月
十
二
日
と
あ
る
。
な
お
、
覚
如

は
親
鸞
の
曾
孫
で
あ
る
。

（
67
）　

日
下
無
倫
『
総
説
親
鸞
伝
絵 

前
編
』（
史
籍
刊
行
会
、
一
九
五
八
年
、
一
八
五
頁
）。

（
68
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
一
〇
頁
。

（
69
）　
「
親
鸞
伝
絵
」
に
は
、
覚
如
が
一
二
九
五
（
永
仁
三
）
年
に
作
成
し
た
も
の
の
ほ
か
、

奥
書
年
が
一
三
四
三
年
ま
で
の
六
本
と
仏
光
寺
本
と
呼
ば
れ
る
「
善
信
聖
人
親
鸞
伝
絵
」

な
ど
代
表
的
な
も
の
だ
け
で
七
本
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
親
鸞
「
妻
帯
」
の
描
写

は
見
ら
れ
な
い
。

（
70
）　
『
公
本
定
法
録
』、
前
掲
註
（
46
）。

（
71
）　
「
御
伝
鈔
」（
島
地
大
等
編
『
聖
典
真
宗
』
明
治
書
院
、〔
一
九
二
八
〕
一
九
八
六
年
、

七
六
六
頁
）。
ふ
り
が
な
省
略
。
な
お
、
文
末
に
あ
る
「
文
」、
は
、
文
の
終
わ
り
を
意

味
す
る
。
ま
た
こ
の
偈
は
名
畑
崇
（「
親
鸞
聖
人
の
六
角
夢
想
の
偈
に
つ
い
て
」『
真
宗

研
究
』
八
、一
九
六
三
年
）
に
よ
っ
て
『
覚
禅
鈔
』
と
の
酷
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
72
）　

同
右
「
御
伝
鈔
」、
同
頁
。

（
73
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
八
一
頁
。

（
74
）　

塩
谷
菊
美
・
大
桑
斉
「
解
題
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

伝
記

編
三 

近
世
親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年
、
四
五
九
〜
四
六
三
頁
）、
お
よ
び
塩
谷

菊
美
「
解
題
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

伝
記
編
一 

親
鸞
伝
』
法

蔵
館
、
二
〇
一
一
年
、
四
五
一
〜
五
九
九
頁
）。

（
75
）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
塩
谷
菊
美
（
前
掲
註
3
）
の
研
究
が
あ
り
、
江
戸
の
出
版
事
情
、

発
行
者
や
読
者
の
動
向
、
教
育
の
普
及
に
よ
る
識
字
率
の
向
上
な
ど
、
親
鸞
伝
を
取
り

（
39
）　

千
葉
、
前
掲
註
（
36
）、
四
六
頁
。

（
40
）　

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史 

第
二
巻
』（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、

一
九
六
八
年
、
一
八
三
頁
）。

（
41
）　Phan

、
前
掲
註
（
20
）、
二
〇
頁
。

（
42
）　

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
、
前
掲
註
（
40
）、
一
七
九
〜
一
八
〇
頁
。

（
43
）　

同
右
、
一
八
一
頁
。

（
44
）　

文
部
省
宗
教
局
編
『
宗
教
制
度
調
査
資
料 

第
十
二
輯
』（
一
九
二
一
〜
一
九
二
六
年
、

四
六
〜
五
一
頁
）。

（
45
）　Jaffe

、
前
掲
註
（
8
）、
二
五
頁
。

（
46
）　
『
本
願
寺
通
記
』「
公
本
定
法
録
」（
千
葉
乗
隆
『
真
宗
教
団
の
組
織
と
制
度
』
同
朋
舎
、

一
九
七
八
年
、
四
七
〇
頁
）。

（
47
）　

文
部
省
宗
教
局
編
、
前
掲
註
（
37
）、
一
〇
〇
頁
〜
一
〇
一
頁
。

（
48
）　

同
右
、
一
三
四
頁
。

（
49
）　

同
右
、
一
六
五
頁
。

（
50
）　

同
右
、
二
〇
二
頁
。

（
51
）　

同
右
、
二
一
六
頁
。

（
52
）　

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
、
前
掲
註
（
40
）、
一
八
三
頁
。

（
53
）　

こ
の
時
期
の
妻
帯
論
は
、
肉
食
の
問
題
を
セ
ッ
ト
に
し
た
「
肉
食
妻
帯
論
」
で
あ
る
。

し
か
し
「
肉
食
」
と
「
妻
帯
」
と
は
本
来
別
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、親
鸞
の
「
妻

帯
」
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
妻
帯
」
論
の
み
に
注
目
す
る
。

（
54
）　

石
川
力
山
「
近
世
仏
教
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
論
」（『
中
世
仏
教
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
、
一
八
五
頁
）。

（
55
）　Phan

、
前
掲
註
（
7
）、
四
〇
七
頁
。

（
56
）　

平
田
、
前
掲
註
（
38
）、
四
三
三
頁
。

（
57
）　

西
吟
『
客
照
問
答
集
』（
大
谷
大
学
図
書
館
、
六
〜
八
頁
）。

（
58
）　

同
右
、
同
頁
。

（
59
）　

知
空
「
真
宗
肉
食
妻
帯
弁
」（『
真
宗
全
書 

五
九
巻
』、
三
一
二
頁
）。



宗
史
料 

伝
記
編
二 

御
伝
鈔
注
釈
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、

第
三
版
で
は
本
文
を
忠
実
に
覆
刻
し
て
訂
正
を
加
え
、
頭
注
を
付
加
し
て
い
る
と
い
う
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
第
三
版
を
使
用
し
て
い
る
。
引
用
部
分
に
つ
い
て
初
版

と
相
違
が
な
い
こ
と
は
、
塩
谷
の
研
究
（「
解
題
」、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
九
頁
〜

四
四
一
頁
）
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

（
90
）　

本
書
よ
り
成
立
年
が
早
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
『
御
伝
鈔
聞
書
』
が
あ
る
。
塩
谷
、

前
掲
註
（
89
）「
解
題
」、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
三
頁
）
に
よ
る
と
本
書
が
書
か
れ
た
の

は
室
町
末
期
か
ら
近
世
初
頭
、
成
立
も
そ
れ
に
近
い
時
期
と
さ
れ
る
。
し
か
し
講
者
・

聞
書
者
と
も
に
不
明
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
現
存
の
伝
本
は
誤
写
が
多
く
、
江
戸
時
代

中
期
の
転
写
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
の
分
析
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。

（
91
）　

塩
谷
菊
美
「
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
た
め
に
―
―
真
宗
に
お
け
る
絵
画
・
語
り
・

文
字
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

伝
記
編
一 

親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、

二
〇
〇
一
年
、
五
二
三
頁
）。

（
92
）　

底
本
、
大
東
坊
所
蔵
板
本
「
御
伝
照
蒙
記
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗

史
料 

伝
記
編
二 

御
伝
鈔
注
釈
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
五
頁
）。

（
93
）　

同
右
、
一
二
五
頁
。

（
94
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
74
）、
四
八
六
頁
。

（
95
）　

底
本
、
一
六
八
七
（
貞
享
四
）
年
板
本
米
原
市
樋
口
明
照
寺
所
蔵
本
「
善
信
聖
人
報

恩
抄
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

伝
記
編
一 

親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、

二
〇
一
一
年
、
一
二
八
頁
）。

（
96
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
74
）、
四
八
七
頁
。

（
97
）　

こ
れ
に
対
し
、
本
願
寺
の
親
鸞
伝
絵
は
、「
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝
絵
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。

（
98
）　

塩
谷
・
大
桑
、
前
掲
註
（
74
）、
四
五
九
頁
。

（
99
）　

塩
谷
菊
美
『
真
宗
寺
院
由
緒
と
親
鸞
伝
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
、
一
四
三
頁
）。

（
100
）　

同
右
、
一
六
七
頁
。

（
101
）　

な
お
、
康
楽
寺
の
歴
史
や
親
鸞
伝
の
制
作
状
況
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
に
は
、
塩

巻
く
状
況
を
詳
述
し
て
い
る
。

（
76
）　

石
井
良
助
『
日
本
婚
姻
法
制
史
』（
創
文
社
、
一
九
八
六
年
）。

（
77
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
74
）、
四
五
一
頁
お
よ
び
同
塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
七
七
頁
。

（
78
）　

第
一
話
「
親
鸞
因
縁
」、
第
二
話
「
真
仏
因
縁
」、
第
三
話
「
源
海
因
縁
」
の
三
因
縁

よ
り
な
る
。
そ
の
う
ち
、「
妻
帯
」
の
様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
第
一
話
の
「
親
鸞

因
縁
」
で
あ
る
。
な
お
、「
親
鸞
因
縁
」
の
写
本
間
に
大
き
な
異
同
は
な
い
こ
と
は
、
塩

谷
、
前
掲
註
（
74
）、
四
五
四
頁
〜
四
五
九
頁
の
分
析
を
元
に
確
認
し
た
。

（
79
）　

塩
谷
・
大
桑
、
前
掲
註
（
74
）、
四
五
二
頁
。

（
80
）　

底
本
、
毫
摂
寺
蔵
写
本
「
親
鸞
聖
人
御
因
縁
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真

宗
史
料 

伝
記
編
一 

親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
、
五
頁
）。

（
81
）　

石
井
、
前
掲
註
（
76
）、
三
頁
。

（
82
）　

同
右
、
一
〇
頁
。

（
83
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
74
）、
四
七
〇
頁
。
江
戸
時
代
に
「
秘
伝
鈔
」
の
名
で
定
着
。「
釈

円
兼
」
の
名
が
あ
る
が
、
作
者
不
詳
で
覚
如
に
仮
託
さ
れ
て
成
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
本
の
写
本
は
江
戸
後
期
の
二
本
の
み
。
一
七
一
六
（
正
徳
六
）
年
の
板

本
が
あ
り
、
外
題
は
「
存
覚
上
人
秘
伝
鈔
」、
内
題
は
「
親
鸞
聖
人
御
因
縁
秘
伝
鈔
」。

（
84
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
74
）、
四
七
〇
頁
。

（
85
）　

底
本
、
本
證
寺
林
松
院
文
庫
蔵
写
本
「
親
鸞
聖
人
御
因
縁
秘
伝
鈔
」（
大
系
真
宗
史
料

刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

伝
記
編
一 

親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
、
六
四
頁
）。

（
86
）　

同
右
、
六
七
頁
。

（
87
）　

奥
書
に
は
、「
右
此
伝
記
大
切
者
也
。
慎
不
可
有
他
見
也
。
年
来
晴
不
審
慶
喜
余
身
。

教
如
上
人
御
代
、
家
康
将
軍
尋
之
時
、
以
是
書
上
畢
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大

系
真
宗
史
料 

伝
記
編
一 

親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
、
六
七
頁
）
と
あ
り
、
教

如
の
代
に
、
本
書
に
依
っ
た
書
状
を
家
康
へ
提
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
88
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
一
五
七
頁
。

（
89
）　

一
六
六
四
（
寛
文
四
）
年
初
版
、
一
六
七
一
（
寛
文
十
一
）
年
に
第
二
版
、

一
六
七
七
（
延
宝
五
）
年
に
第
三
版
が
刊
行
さ
れ
る
。
塩
谷
菊
美
「
解
題
」（『
大
系
真



浄土真宗の「妻帯の宗風」はいかに確立したか

親
鸞
伝
の
重
要
性
を
主
張
す
る
立
場
を
と
る
。

（
116
）　
「
親
鸞
聖
人
御
因
縁
秘
伝
鈔
」、
前
掲
註
（
85
）、
六
四
頁
。

（
117
）　

同
右
、
同
頁
。

（
118
）　

前
掲
註
（
80
）
五
頁
、（
85
）
六
四
頁
、（
92
）
一
二
五
頁
、（
95
）
一
二
八
頁
、（
105
）

一
六
頁
、（
108
）
一
七
八
頁
、（
112
）
三
二
七
頁
を
元
に
作
成
。
な
お
、『
白
鳥
伝
』
に
つ

い
て
は
刊
行
年
不
詳
。

（
119
）　

塩
谷
、
前
掲
（
3
）、
一
〇
六
頁
。

（
120
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
74
）、
四
七
一
頁
。
塩
谷
に
よ
れ
ば
、
一
六
八
七
（
貞
享
六
）
年
刊

の
『
善
信
聖
人
報
恩
抄
』
に
「
別
記
」
と
し
て
引
か
れ
た
り
、
一
七
一
三
（
正
徳
三
）

年
刊
の
『
叢
林
集
』
に
跋
文
が
引
用
さ
れ
た
り
し
た
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
121
）　
「
御
伝
照
蒙
記
」、
前
掲
註
（
92
）、
一
二
五
頁
。

（
122
）　

同
右
、
同
頁
。

（
123
）　
「
善
信
聖
人
報
恩
抄
」、
前
掲
註
（
95
）、
一
二
八
頁
。

（
124
）　
「
親
鸞
聖
人
正
明
伝
」、
前
掲
註
（
112
）、
三
二
七
頁
。

（
125
）　
「
親
鸞
聖
人
御
因
縁
」
前
掲
註
（
80
）、
六
四
頁
。

（
126
）　
「
高
田
親
鸞
聖
人
正
統
伝
」
前
掲
註
（
108
）、
一
七
八
頁
。

（
127
）　
「
親
鸞
聖
人
正
明
伝
」、
前
掲
註
（
112
）、
三
二
六
頁
。

（
128
）　

前
掲
註
（
80
）
五
頁
、（
85
）
六
四
頁
、（
92
）
一
二
五
頁
、（
105
）
一
六
頁
、（
108
）

一
七
八
頁
、（
112
）
三
二
六
頁
を
元
に
作
成
。
な
お
、「
善
信
聖
人
報
恩
抄
」
に
お
い
て

は
該
当
箇
所
な
し
。

（
129
）　

文
部
省
宗
教
局
編
、
前
掲
註
（
37
）、
一
〇
一
頁
。

（
130
）　
「
公
本
定
法
録
」、
前
掲
註
（
46
）。
こ
こ
で
は
、「
肉
食
妻
帯
之
儀

者
、
御
師
範
法
然

上
人
と
祖
師
聖
人
、
共

ニ
時
機
を
監
ミ
玉
ひ
、
示
教
之
上
、
祖
師
聖
人
肉
食
妻
帯
被
成
、

時
之
関
白
兼
実
公
之
息
女
と
被
致
配
偶
候
」
と
あ
る
。

（
131
）　
「
親
鸞
聖
人
御
因
縁
秘
伝
鈔
」、
前
掲
註
（
85
）、
六
四
頁
。

（
132
）　

前
掲
註
（
85
）
六
四
頁
、（
92
）
一
二
四
頁
、（
95
）
一
二
八
頁
、（
105
）
一
六
頁
、

（
108
）
一
七
四
頁
〜
一
七
五
、一
七
八
頁
、（
112
）
三
二
七
頁
を
元
に
作
成
。
な
お
、『
白

谷
、
前
掲
註
（
99
）
が
あ
る
。

（
102
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
一
八
六
頁
。

（
103
）　

塩
谷
・
大
桑
、
前
掲
註
（
74
）、
四
五
九
頁
。

（
104
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
一
八
八
頁
。

（
105
）　

大
谷
大
学
所
蔵
「
康
楽
寺
白
鳥
伝
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

伝
記
編
三 

近
世
親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年
、
一
六
頁
）。

（
106
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
二
三
四
頁
。

（
107
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
二
三
四
〜
二
三
五
頁
。

（
108
）　

底
本
、
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
、
一
七
一
七
（
享
保
二
）
年
板
本
「
高
田
親
鸞
聖
人
正

統
伝
」（
大
系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

伝
記
編
一 

親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、

二
〇
一
一
年
、
一
七
八
頁
）。

（
109
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
二
五
一
頁
。

（
110
）　

同
右
、
同
頁
。

（
111
）　

佐
々
木
月
憔
編
『
親
鸞
傳
叢
書
』（
無
我
山
房
、
一
九
一
〇
年
、
三
頁
）。

（
112
）　

底
本
、
大
正
大
学
蔵
、
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）
年
板
本
「
親
鸞
聖
人
正
明
伝
」（
大

系
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料 

伝
記
編
一 

親
鸞
伝
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
、

三
二
七
頁
）。

（
113
）　

前
掲
註
（
80
）
五
頁
、（
85
）
六
四
頁
、（
92
）
一
二
五
頁
、（
95
）
一
二
八
頁
、（
105
）

一
六
頁
、（
108
）
一
七
八
頁
、（
112
）
三
二
七
頁
を
元
に
作
成
。
な
お
、『
白
鳥
伝
』
に
つ

い
て
は
刊
行
年
不
詳
。

（
114
）　

平
、
前
掲
註
（
9
）、
一
〇
五
〜
一
〇
九
頁
。

（
115
）　

松
尾
、
前
掲
註
（
1
）。
本
願
寺
は
恵
信
尼
の
娘
の
覚
信
尼
が
親
鸞
の
墓
を
守
る
留
守

職
と
な
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
恵
信
尼
系
を
継
ぐ
。
松
尾
（
同
書
、
一
六
三
頁
）
は
、
近

代
的
な
実
証
主
義
に
よ
り
玉
日
姫
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
点
お
よ
び
、
一
夫
一
婦

制
の
下
で
恵
信
尼
が
「
坊
守
」（
真
宗
寺
院
住
職
の
妻
）
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
こ
と
を
挙

げ
、
教
団
内
に
も
恵
信
尼
以
外
の
妻
の
存
在
を
認
め
た
く
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
。

松
尾
は
、
高
田
派
の
作
成
し
た
『
正
統
伝
』
や
『
正
明
伝
』
な
ど
、
本
願
寺
派
以
外
の



鳥
伝
』
に
つ
い
て
は
刊
行
年
不
詳
。

（
133
）　
「
御
伝
照
蒙
記
」、
前
掲
註
（
92
）、
一
二
四
頁
。

（
134
）　
「
御
伝
鈔
」、
前
掲
註
（
71
）。

（
135
）　

平
雅
行
『
親
鸞
と
そ
の
時
代
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
九
頁
）。

（
136
）　
「
善
信
聖
人
報
恩
抄
」、
前
掲
註
（
95
）、
一
二
八
頁
。

（
137
）　
「
康
楽
寺
白
鳥
伝
」、
前
掲
註
（
105
）、
一
六
頁
。

（
138
）　
「
高
田
親
鸞
聖
人
正
統
伝
」
前
掲
註
（
108
）、
一
七
四
頁
。

（
139
）　

同
右
、
一
七
八
頁
。

（
140
）　

塩
谷
、
前
掲
註
（
3
）、
二
五
一
頁
。

（
141
）　Jaffe

、
前
掲
註
（
8
）、
三
五
頁
。

（
142
）　

塩
谷
菊
美
「
物
語
不
在
の
時
代
―
―
真
宗
に
お
け
る
祖
師
伝
と
『
御
文
』」（『
文
学
』

第
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
143
）　
「
善
信
聖
人
報
恩
抄
」、
前
掲
註
（
95
）、
一
二
八
頁
。


